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1．概要 

本資料は，「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則」第82条第1項に基づき実施した

高経年化技術評価のうち，電気・計装設備の絶縁特性低下の評価結果について，補足説明する

ものである。 

絶縁特性低下は，通電部位と大地間，あるいは通電部位と他の通電部位間の電気的独立性（絶

縁性）を確保するため介在させている有機物が，環境的（熱・放射線等），電気的および機械的

な要因で劣化し，電気抵抗が低下し，絶縁性を確保できなくなる事象である。 

絶縁特性が低下した場合，電気・計装設備の機能が維持できなくなる可能性があるため，電

気・計装設備の絶縁特性低下について評価を実施した。 

 

2．基本方針 

評価対象機器において絶縁特性低下の発生の可能性について評価し，その可能性が将来にわ

たって否定できない場合は，その発生または進展に係る健全性評価を行い，「実用発電用原子炉

施設における高経年化対策審査ガイド」および「実用発電用原子炉施設における高経年化対策

実施ガイド」の記載事項（以下，「審査ガイド等記載事項」という。）を踏まえ，高経年化技術

評価を実施する。 

電気・計装設備の絶縁特性低下を評価するにあたっての審査ガイド等記載事項を表1に整理す

る。 

 

表 1(1/2) 電気・計装設備の絶縁特性低下についての審査ガイド等記載事項 

ｶﾞｲﾄﾞ 記載事項 

実用発電用原子炉施設

における高経年化対策

審査ｶﾞｲﾄﾞ 

 

3. 高経年化技術評価等の審査の視点・着眼点 

(1)高経年化技術評価の審査 

⑫健全性の評価 

実施ｶﾞｲﾄﾞ 3.1⑤に規定する期間の満了日までの期間について、高経

年化対策上着目すべき経年劣化事象の発生又は進展に係る健全性を

評価していることを審査する。 

⑬現状保全の評価 

健全性評価結果から現状の保全策の妥当性が評価されていること

を審査する。 

⑭追加保全策の抽出 

現状保全の評価結果から、現状保全に追加する必要のある新たな保

全策が抽出されていることを審査する。 

 

(2)長期施設管理方針の審査 

①長期施設管理方針の策定 

すべての追加保全策について長期施設管理方針として策定されて

いるかを審査する。 
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表 1(2/2) 電気・計装設備の絶縁特性低下についての審査ガイド等記載事項 

ｶﾞｲﾄﾞ 記載事項 

実用発電用原子炉施設

における高経年化対策

実施ｶﾞｲﾄﾞ 

3.1 高経年化技術評価の実施及び見直し 

高経年化技術評価の実施及び見直しに当たっては、以下の要求事項を

満たすこと。 

⑤抽出された高経年化対策上着目すべき経年劣化事象について、以下に

規定する期間の満了日までの期間について機器・構造物の健全性評価

を行うとともに、必要に応じ現状の施設管理に追加すべき保全策（以

下「追加保全策」という。）を抽出すること。

ｲ 実用炉規則第 82 条第 1項の規定に基づく高経年化技術評価ﾌﾟﾗﾝﾄ

の運転を開始した日から 60 年間

3.2 長期施設管理方針の策定及び変更 

長期施設管理方針の策定及び変更に当たっては、以下の要求事項を満

たすこと。 

①高経年化技術評価の結果抽出された全ての追加保全策（発電用原子炉

の運転を断続的に行うことを前提として抽出されたもの及び冷温停

止状態が維持されることを前提として抽出されたものの全て。）につ

いて、発電用原子炉ごとに、施設管理の項目及び当該項目ごとの実施

時期を規定した長期施設管理方針を策定すること。

なお、高経年化技術評価の結果抽出された追加保全策について、発電

用原子炉の運転を断続的に行うことを前提とした評価から抽出され

たものと冷温停止状態が維持されることを前提とした評価から抽出

されたものの間で、その対象の経年劣化事象及び機器・構造物の部位

が重複するものについては、双方の追加保全策を踏まえた保守的な長

期施設管理方針を策定すること。
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3．評価対象と評価手法 

(1) 評価対象 

電気・計装設備の絶縁特性低下の評価は，絶縁特性低下の可能性のある全ての機器を評価対

象機器として抽出し，各機器の絶縁特性低下に影響を及ぼす部位を評価対象部位として健全性

について評価する。 

電気・計装設備の絶縁特性低下が想定される機器は多数存在するため，本資料では，評価対

象となる機器の中から代表機器を選定して評価の詳細について説明する。 

抽出した機器を表2に示す。 

代表機器は，JEAG4623-2018，設置許可基準規則第12条および第43条の適用範囲に基づき抽出

した，環境条件が著しく悪化する環境において機能維持が要求される機器の中から，電気・計

装設備の動作に共通して必要となる電力・信号伝達機能を有した「低圧ケーブル（難燃PNケー

ブル）」および「電気ペネトレーション（モジュール型核計装用電気ペネトレーション）」を選

定し，具体的な評価内容を説明する。 

 

(2) 評価手法 

評価対象機器（電気・計装設備）の評価にあたっては，「IEEE Standard for Qualifying Class 

1E Equipment for Nuclear Power Generating Stations（1974）」（以下，「IEEE Std.323（1974）」

という。），「IEEE Standard for Electric Penetration Assemblies in Containment Structures 

for Nuclear Power Generating Stations（1976）」（以下，「IEEE Std.317（1976）」という。），

「IEEE Standard for Type Test of Class 1E Electric Cables, Field Splices, and Connections 

for Nuclear Power Generating Stations」（以下，「IEEE Std.383（1974）」という。）,「電気

学会技術報告Ⅱ部第139号『原子力発電所用電線・ケーブルの環境試験方法ならびに耐延焼性試

験方法に関する推奨案』」（以下，「電気学会推奨案」という。）および「原子力発電所のケーブ

ル経年劣化評価ガイド(JNES-RE-2013-2049)」(以下，「ACAガイド」という。)等をもとに実施し

た長期健全性試験の結果および各機器の点検実績等から健全性について評価する。 

なお，代表機器以外の機器に対する評価結果は「5．代表機器以外の技術評価」に示す。 
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表 2(1/2) 島根原子力発電所２号炉 評価対象機器（電気・計装設備） 

機器・設備 評価対象機器 評価対象部位 

環境条件が著しく悪化する環境に
おいて機能維持が要求される機器 

設計基準事故時*1 重大事故等時*2 

ﾎﾟﾝﾌﾟ 往復ﾎﾟﾝﾌﾟ 
固定子ｺｲﾙおよび口出線・接
続部品 

ﾎﾟﾝﾌﾟﾓｰﾀ

高圧ﾎﾟﾝﾌﾟﾓｰﾀ 
固定子ｺｲﾙおよび口出線・接
続部品 

○ ○ 

低圧ﾎﾟﾝﾌﾟﾓｰﾀ 
固定子ｺｲﾙおよび口出線・接
続部品 

容器 電気ﾍﾟﾈﾄﾚｰｼｮﾝ ｼｰﾙ材，電線，同軸ｹｰﾌﾞﾙ ○ ○ 

弁 電動弁用駆動部 
固定子ｺｲﾙ,回転子ｺｲﾙ,ﾌﾞﾚｰ
ｷ電磁ｺｲﾙおよび口出線・接
続部品

○ ○ 

ｹｰﾌﾞﾙ

高圧ｹｰﾌﾞﾙ 絶縁体 ○ ○ 

低圧ｹｰﾌﾞﾙ 絶縁体 ○ ○ 

同軸ｹｰﾌﾞﾙ 絶縁体 ○ ○ 

ｹｰﾌﾞﾙ接続部 絶縁物 ○ ○ 

ﾀｰﾋﾞﾝ設備

ﾀｰﾋﾞﾝ制御装置
固定子ｺｲﾙおよび口出線・接
続部品 

非常用系ﾀｰﾋﾞﾝ
設備 

回転子ｺｲﾙ，固定子ｺｲﾙおよ
び口出線・接続部品 

計 測 制 御
設備 

計測装置 
温度検出器，固定子ｺｲﾙ，口
出線・接続部品 

○ 〇*3 

空調設備 

ﾌｧﾝ
固定子ｺｲﾙ，口出線・接続部
品 

空調機 
固定子ｺｲﾙ，口出線・接続部
品 

冷凍機 
固定子ｺｲﾙ，口出線・接続部
品 

ﾀﾞﾝﾊﾟおよび弁
固定子ｺｲﾙ，口出線・接続部
品 

*1：実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第十二条（安

全施設）第 3項の要求を踏まえ選定 

*2：実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第四十三条（重

大事故等対処設備）の要求を踏まえ選定（常設設備） 

*3：定期取替品のため，高経年化対策実施ガイドに基づき高経年化技術評価の対象外としている。
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表 2(2/2) 島根原子力発電所２号炉 評価対象機器（電気・計装設備） 

機器・設備 評価対象機器 評価対象部位 

環境条件が著しく悪化する環境に
おいて機能維持が要求される機器 

設計基準事故時*1 重大事故等時*2 

機械設備 

非常用ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ機
関付属設備 

固定子ｺｲﾙ，口出線・接続
部品 

可燃性ｶﾞｽ濃度制
御系設備 

固定子ｺｲﾙ，口出線・接続
部品  

燃料取替機 
固定子ｺｲﾙ，ﾌﾞﾚｰｷ電磁ｺｲﾙ，
口出線・接続部品，  

原子炉建物天井ｸ
ﾚｰﾝ

固定子ｺｲﾙ，ﾌﾞﾚｰｷ電磁ｺｲﾙ，
口出線・接続部品，ｺｲﾙ(変
圧器) 

計装用圧縮空気
系設備 

固定子ｺｲﾙ，口出線・接続
部品 

ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝ機関付
属設備

固定子ｺｲﾙ，口出線・接続
部品 

原子炉建物燃料
取替階ﾌﾞﾛｰｱｳﾄﾊﾟ
ﾈﾙ閉止装置

固定子ｺｲﾙ，口出線・接続
部品 

○

電源設備 

高圧閉鎖配電盤 支持碍子他 

動力用変圧器 ｺｲﾙ他

低圧閉鎖配電盤 絶縁支持板他 

ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ
ｺｲﾙ(変圧器)，限流ﾘｱｸﾄﾙお
よび絶縁支持板

ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電設備 固定子ｺｲﾙ他 

ﾊﾞｲﾀﾙ電源用 CVCF
ｺｲﾙ(変圧器)，貫通形計器
用変流器

直流電源設備 
ｺｲﾙ(変圧器)，計器用変流
器

計装用変圧器 ｺｲﾙ，ﾀﾞｸﾄｽﾍﾟｰｻ，支持碍子

計装用分電盤お
よび配電盤 

支持碍子，ｺｲﾙ（変圧器），
計器用変圧器 

*1：実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第十二条（安

全施設）第 3項の要求を踏まえ選定 

*2：実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第四十三条

（重大事故等対処設備）の要求を踏まえ選定（常設設備） 
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 4．代表機器の技術評価 

4．1 低圧ケーブル（難燃 PN ケーブル）の評価 

(1) 電気学会推奨案による健全性評価（設計基準事故時※1）

a．評価手順 

島根原子力発電所２号炉（以下，「島根２号炉」という。）において使用されている，設

計基準事故時雰囲気で機能要求がある低圧ケーブルとして，難燃 PN ケーブルがある。難燃

PN ケーブルの絶縁特性低下については，電気学会において，IEEE Std.323（1974）および

IEEE Std.383（1974）の規格を根幹に，我が国のケーブル耐環境試験方法推奨案として「電

気学会推奨案」がまとめられており，これに基づき実機同等品による通常環境および設計

基準事故時雰囲気を考慮した長期健全性試験を実施した。 

難燃 PN ケーブルの長期健全性試験手順を図 1に示す。 

図 1 難燃 PN ケーブル長期健全性試験手順（設計基準事故時） 

※1：難燃 PN ケーブルは，島根 2号炉の原子炉格納容器内における重大事故等時の環境条件で

健全性を確認していないため，健全性を確認した難燃 FN ケーブルに取替えを実施してい

ることから，設計基準事故時のみ評価している。 

※2：屈曲浸水耐電圧試験の試験手順は以下のとおり

① 直線状に試料を伸ばした後，試料外径（12.5mm)の約 40 倍のマンドレルに巻きつける。

② ①の両端部以外を常温の水中に浸し１時間以上放置する。

③ ②の状態で，公称絶縁体厚さに対し交流電圧 3.2kV/㎜を 5分間印加する。

供試ケーブル（新品ケーブル） 

判定 （屈曲浸水耐電圧試験※2） 

加速熱劣化 （通常運転期間相当の加速熱劣化） 

放射線照射 （通常運転期間相当および設計基

準事故時相当の放射線照射） 

事故時雰囲気曝露 （放射線を除く設計基準事故時雰

囲気曝露） 
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b．試験条件 

試験条件は，難燃 PN ケーブルの 60 年間の通常運転期間および設計基準事故時を想定し

た条件を包絡している。 

難燃 PN ケーブルの長期健全性試験条件を表 3に示す。 

表 3 難燃 PN ケーブルの長期健全性試験条件（設計基準事故時） 

試験条件 説明 

加速熱劣化 121℃×459 時間 
原子炉格納容器内の周囲温度 高値（63℃※1）

に対して，60 年間の運転期間を包絡する。 

放射線照射 放射線照射線量：1.0×106 Gy 

島根２号炉で想定される線量約 3.6×105 Gy

（60 年間の通常運転期間 8.4×104 Gy※2 に設

計基準事故時線量 2.7×105 Gy※3 を加えた線

量）を包絡する。 

事故時雰囲気曝露 

高温度：171℃ 

高圧力：0.428MPa 

曝露時間：310 時間 

島根２号炉の設計基準事故時の 高温度

（171℃※3）， 高圧力（0.427MPa※3）を包絡

する。 

※1：難燃 PN ケーブルが布設されている原子炉格納容器内の通常運転時における実測温度の 大

値【添付-4 参照】 

※2：難燃 PN ケーブルが布設されている原子炉格納容器内の通常運転時における実測放射線量率

の 大値が 1.6×10-1 Gy/h であったため，保守的に 60 年間 大値が続くものとして設定【添

付-4 参照】 

通常運転期間線量 8.4×104[Gy]≒1.6×10-1[Gy/h]×24[h]×365.25[d]×60[y] 

※3：設計基準事故時における原子炉格納容器内の環境条件設計値

c．評価結果 

電気学会推奨案による 60 年間の運転期間および設計基準事故時を想定した長期健全性

試験の結果，難燃 PN ケーブルは 60 年時点において絶縁を維持できることを確認した。 

難燃 PN ケーブルの長期健全性試験結果を表 4に示す。 

表 4 難燃 PN ケーブルの長期健全性試験結果（設計基準事故時） 

項目 判定基準 結果 

屈曲浸水耐電圧試験 絶縁破壊しないこと 良 
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(2) ACA ガイドによる健全性評価（設計基準事故時※1）

a．評価手順

設計基準事故時雰囲気で機能要求がある難燃 PN ケーブルについては，独立行政法人原子

力安全基盤機構により原子力プラントでの使用条件に即したケーブルの経年劣化評価手法

としてまとめられた ACA ガイドによる長期間のケーブル健全性も評価した。ACA ガイドに

よる評価は，「原子力プラントのケーブル経年変化評価技術調査研究に関する 終報告書

JNES レポート（JNES-SS-0903）」（以下，「ACA 研究報告書」という。)をもとに，時間依存

データの重ね合わせ手法を用いて島根２号炉の原子炉格納容器内の環境条件に展開して評

価した。 

供試ケーブルは，島根２号炉に使用している難燃 PN ケーブルと実機同等品を用いた。 

ACA ガイドに基づく試験手順を図 2に示す。 

図 2 難燃 PN ケーブルの ACA ガイドに基づく試験手順 

※1：難燃 PN ケーブルは，島根 2号炉の原子炉格納容器内における重大事故等時の環境条件で健

全性を確認していないため，健全性を確認した難燃 FN ケーブルに取替えを実施しているこ

とから，設計基準事故時のみ評価している。 

※2：耐電圧試験（JIS C 3005(2000)「ゴム・プラスチック絶縁電線試験方法」）の試験手順は以

下のとおり 

① あらかじめ接地された清水中に電線を 1時間以上浸した状態で，単心の場合は導体と清水の間

に，多心の場合は導体相互間および導体と清水の間に周波数 50Hz または 60Hz の正弦波に近い波

形をもった規定の交流電圧を加え，規定時間これに耐えるかどうかを調べる。 

供試ケーブル（新品ケーブル） 

判定 （耐電圧試験※2） 

熱と放射線による加速同時劣化 （通常運転期間相当の熱・放射線の

加速劣化） 

放射線照射（事故時） 
（設計基準事故時相当の放射線照

射） 

事故時雰囲気曝露 
（放射線を除く設計基準事故時雰

囲気曝露） 
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b．試験条件 

試験条件は，難燃 PN ケーブルの 37 年間の通常運転期間および設計基準事故時を想定し

た条件を包絡している。 

難燃 PN ケーブルの長期健全性試験条件を表 5に示す。 

 

表 5 難燃 PN ケーブルの長期健全性試験条件（ACA ガイド） 

 試験条件 説明 

熱と放射線による

加速同時劣化 

100℃－94.7Gy/h－291 日間 

(6,990 時間) 

ACA 研究報告書をもとに時間依存ﾃﾞｰﾀ

の重ね合わせ手法を用いて，原子炉格

納容器内の環境条件（ 63℃ ※ 1 ，

0.152Gy/h※1）で評価した結果，37 年

間の通常運転期間相当の試験条件とな

る。 

放射線照射 

（事故時） 

5.0×105Gy 
(1.0×104Gy/h) 

島根２号炉で想定される設計基準事故

時の 大積算値（2.7×105Gy※2）を包絡

する。 

事故時雰囲気曝露 
高温度：171℃ 

高圧力：0.427MPa 

島根２号炉の設計基準事故時の 高温

度（171℃※2）， 高圧力（0.427MPa※2）

を包絡する。 

※1：難燃 PN ケーブルが布設されている原子炉格納容器内の通常運転時におけるにおける実測環

境温度および放射線量率の 大値より設定【添付-4 参照】 

※2：設計基準事故時における原子炉格納容器内の環境条件設計値 

 

c．評価結果 

ACA 研究報告書の試験結果をもとに，時間依存データの重ね合わせ手法を用いて島根２

号炉の原子炉格納容器内の環境条件に展開し評価した結果，使用開始から 37 年時点におい

て絶縁を維持できることを確認した。 

難燃 PN ケーブルの長期健全性試験結果および長期健全性評価結果を表 6に示す。 

 

表 6 難燃 PN ケーブルの長期健全性試験結果（ACA ガイド） 

項目 試験条件 判定基準 結果 

耐電圧試験 課電電圧：1,500V／1 分間※ 
絶縁破壊しな

いこと 
良 

※：JIS C 3621(2000) 「600V EP ゴム絶縁ケーブル」 
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(3) 現状保全

難燃 PN ケーブルの絶縁体の絶縁特性低下については，系統機器の点検時に絶縁抵抗測定を

実施している。 

また，系統機器の点検時に実施する機器の動作試験においてケーブルの絶縁機能の健全性

を確認している。 

新規に設置されるケーブルについては，定期的に絶縁抵抗測定または系統機器点検時の動

作確認により健全性を確認することとしている。 

なお，点検で有意な絶縁特性低下が認められた場合には，ケーブルの取替えを行うことと

している。 

(4) 総合評価

電気学会推奨案による健全性評価（設計基準事故時）および ACA ガイドによる健全性評価

（設計基準事故時）結果から，設計基準事故時雰囲気で機能要求のある難燃 PN ケーブルの絶

縁体は使用開始から 37 年間の健全性は維持できると評価する。 

設計基準事故時雰囲気で機能要求のある難燃 PN ケーブルの絶縁体については，使用開始か

ら 37 年間を経過する前に取替えを行うことで，運転開始から 60 年間の通常運転および設計

基準事故時雰囲気において絶縁性能を維持できると判断する。 

(5) 高経年化への対応

設計基準事故時雰囲気において機能要求される難燃 PN ケーブルの絶縁体の絶縁特性低下

については，37 年間を経過するまでに取替えることにより，運転開始から 60 年間の通常運

転期間および事故時雰囲気において絶縁性能を維持する，または，実機同等品を用いて 60 年

間の通常運転および設計基準事故時雰囲気による劣化を考慮した事故時耐環境性能に関する

再評価を実施することにより，運転開始から 60 年間の通常運転期間および事故時雰囲気にお

いて絶縁性能が維持できることを確認する。 
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4．2 電気ペネトレーションの評価 

(1) モジュール型核計装用電気ペネトレーションの健全性評価

a．評価手順 

事故時に機能要求のある，核計装用，低圧動力用，制御計測用等の電気ペネトレーション

が設置されている環境条件および構造は同じであることから，接続機器の原子炉保護上の重

要度が高く，事故時機能要求があるモジュール型核計装用電気ペネトレーションを代表に

IEEE Std.317(1976)，IEEE Std.323(1974)および IEEE Std.383(1974)の規格をもとに，島

根２号炉に設置されている実機同等品による通常環境および事故時雰囲気を考慮した長期

健全性試験により評価する。 

モジュール型核計装用電気ペネトレーションの長期健全性試験手順を図 3に示す。

図 3 モジュール型核計装用電気ペネトレーションの長期健全性試験手順 

供試体（新品ﾍﾟﾈﾄﾚｰｼｮﾝ） 

放射線照射 （通常運転期間相当の放射線照射） 

熱ｻｲｸﾙ試験 （起動停止回数相当の熱ｻｲｸﾙ） 

事故時雰囲気曝露 （放射線を除く事故時雰囲気曝露） 

判定 （耐電圧試験） 

加速熱劣化 1 （通常運転期間相当の加速熱劣化） 

加速熱劣化 2 （通常運転期間相当の加速熱劣化） 

放射線照射 （事故時相当の放射線照射） 
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b．試験条件 

試験条件は，モジュール型核計装用電気ペネトレーションの 60 年間の通常運転期間およ

び事故時条件を想定した条件を包絡している。 

モジュール型核計装用電気ペネトレーションの長期健全性試験条件を表 7に示す。 

 

表 7 モジュール型核計装用電気ペネトレーションの長期健全性試験条件 

（設計基準事故時，重大事故等） 

 
試験条件 説明 

熱ｻｲｸﾙ試験 10℃⇔66℃ 180ｻｲｸﾙ 
島根２号炉の60年間の起動停止に伴う熱ｻｲｸﾙ回数

を包絡する。 

加速熱劣化※1 

加速熱劣化1(40年相当) 

115℃×75日間 

加速熱劣化2(20年相当) 

115℃×38日間 

島根２号炉の通常運転時周囲温度 高値（50℃※2）

に対して，60年間の運転期間を包絡する。 

放射線照射 

放射線照射線量 

5.0×104Gy 

（1×104Gy/h） 

島根２号炉で想定される線量3.7×104Gy（60年間

の通常運転時線量1.8×104Gy※3に設計基準事故時

線量1.9×104Gy※4を加えた値）を包絡する。 

また，島根2号炉で想定される線量3.8×104Gy（60

年間の通常運転線量1.8×104 ※3Gyに重大事故等時

線量2.0×104Gy※5を加えた値）を包括する。 

事故時雰囲気曝露 

高温度：171℃ 

高圧力：0.427MPa 

曝露時間：13日間 

島根２号炉の事故時の 高温度（171℃※4,5），

高圧力（0.427MPa※4,5）を包絡する。 

※1：途中の 40 年相当の加速熱劣化時点での健全性確認のため 2回に分けて加速熱劣化を実施。 

※2：原子炉格納容器内で電気ペネトレーションが設置されている区域の通常運転時における実

測環境温度の 大値 

※3：原子炉格納容器内で電気ペネトレーションが設置されている区域の通常運転時における実

測放射線量率の 大値が 3.3×10-2 Gy/h であったため，保守的に 60 年間 大値が続くもの

として設定 

通常運転時線量 1.8×104[Gy]≒3.3×10-2[Gy/h]×24[h]×365.25[d]×60[y] 

※4：設計基準事故時における原子炉格納容器内の環境条件設計値 

※5：重大事故等時における原子炉格納容器内のモジュール型核計装用電気ペネトレーションの動

作要求期間が重大事故等時初期のみであることを考慮した環境条件設計値（重要事故シーケ

ンス等における動作要求期間は 1時間未満であり， 高温度， 高圧力については設計基準

事故時の条件に包括されることから保守的に条件を設定し，放射線の 大積算値については

1時間分の重大事故等時の 大線量率を包括する条件として設定した。） 

 

c．評価結果 

長期健全性試験の結果，60 年間の通常運転期間，事故時においてモジュール型核計装用

電気ペネトレーションの絶縁性能を維持できることを確認した。 

モジュール型核計装用電気ペネトレーションの長期健全性試験結果を表 8に示す。 
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表 8 モジュール型核計装用電気ペネトレーションの長期健全性試験耐電圧試験結果 

(設計基準事故時，重大事故等) 

試験内容※ 判定基準※ 結果 

720V を 4 秒間印加 絶縁破壊しないこと 良 

※：試験内容および判定基準は IEEE Std.317(1976)に基づく 
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(2) 現状保全

モジュール型核計装用電気ペネトレーションの絶縁特性低下に対しては，定期的に絶縁抵

抗測定を実施し，健全性を確認している。 

なお，電気ペネトレーションに有意な絶縁特性低下が認められた場合は，必要により取替

え等を行うこととしている。【添付-9 参照】 

(3) 総合評価

モジュール型核計装用電気ペネトレーションの絶縁特性低下は，健全性評価結果および現

状保全より，運転開始から 60 年間の通常運転および事故時雰囲気において絶縁性能を維持で

きると判断する。 

(4) 高経年化への対応

モジュール型核計装用電気ペネトレーションのシール材および同軸ケーブル・電線の絶縁特

性低下に対しては，高経年化対策の観点から現状の保全内容に追加すべき項目はない。引き続

き，現状保全を継続していく。 



5．代表機器以外の技術評価 

 代表機器以外の評価対象および技術評価の概要を表 9に示す。 

表 9(1/16) 代表機器以外の評価対象および技術評価の概要 

評価対象設備 評価対象機器 部位 健全性評価 現状保全 総合評価 高経年化への対応

往復ﾎﾟﾝﾌﾟ ほう酸水注入ﾎﾟﾝﾌﾟ

潤滑油ﾕﾆｯﾄ(ﾎﾟﾝﾌﾟ

ﾓｰﾀ)の固定子ｺｲﾙ

および口出線･接

続部品

低圧ﾎﾟﾝﾌﾟﾓｰﾀの評価と同様｡ 同左 同左 同左

原子炉補機海水ﾎﾟﾝﾌﾟﾓｰﾀ

原子炉補機冷却水ﾎﾟﾝﾌﾟﾓｰﾀ

原子炉補機冷却水ﾎﾟﾝﾌﾟﾓｰﾀについては，設置

環境の温度，放射線量とも低く，また，屋内

空調環境に設置していることから塵埃付着に

よる影響も小さいと考えるが，長期間の使用

を考慮すると絶縁特性が低下する可能性は否

定できない｡

また，原子炉補機海水ﾎﾟﾝﾌﾟﾓｰﾀについては，

屋外設置機器であり，長期間の使用を考慮す

ると環境的要因により絶縁特性が低下する可

能性は否定できない｡

ただし，絶縁抵抗測定および絶縁診断試験を

行うことで，絶縁特性低下またはその兆候が

確認できる｡

残留熱除去ﾎﾟﾝﾌﾟﾓｰﾀ

低圧炉心ｽﾌﾟﾚｲﾎﾟﾝﾌﾟﾓｰﾀ

高圧炉心ｽﾌﾟﾚｲﾎﾟﾝﾌﾟﾓｰﾀ

長期健全性試験の結果，固定子ｺｲﾙ及び口出

線・接続部品絶縁物は，60年間の運転期間を

想定した熱および事故時雰囲気において絶縁

性能を維持できると評価できる。

低圧ﾎﾟﾝﾌﾟﾓｰﾀ

高圧炉心ｽﾌﾟﾚｲ補機海水ﾎﾟﾝﾌﾟ

ﾓｰﾀ

高圧炉心ｽﾌﾟﾚｲ補機冷却水ﾎﾟﾝ

ﾌﾟﾓｰﾀ

ほう酸水注入ﾎﾟﾝﾌﾟﾓｰﾀ

低圧原子炉代替注水ﾎﾟﾝﾌﾟﾓｰﾀ

燃料ﾌﾟｰﾙ冷却水ﾎﾟﾝﾌﾟﾓｰﾀ

残留熱代替除去ﾎﾟﾝﾌﾟﾓｰﾀ

固定子ｺｲﾙおよび

口出線･接続部品

固定子コイルおよび口出線･接続部品の絶縁物

は，長期間の使用を考慮すると環境的要因に

より絶縁特性低下を起こす可能性は否定でき

ないが，絶縁抵抗測定を行うことで，絶縁特

性低下が確認できる｡

固定子ｺｲﾙおよび口出線･接続部品の絶縁特性

低下に対しては，定期的に絶縁抵抗測定を実

施し，絶縁特性に有意な変化がないことを確

認している｡また，目視確認および清掃を実施

し，健全性を確認している｡

なお，これらの点検で有意な絶縁特性低下が

認められた場合には，洗浄･乾燥および絶縁補

修(絶縁物にﾜﾆｽを注入)または，固定子ｺｲﾙお

よび口出線･接続部品またはﾓｰﾀの取替えを行

うこととしている｡

固定子ｺｲﾙおよび口出線･接続部品について

は，絶縁特性が低下する可能性は否定できな

いが，絶縁抵抗測定および目視確認により検

知可能であるため，引き続き現状保全を継続

することで，60年間の健全性は維持できると

判断する｡

固定子ｺｲﾙおよび口出線･接続部品の絶縁特性

低下については，現状の保全項目に高経年化

対策の観点から追加すべき項目はない｡引き

続き，現状保全を継続していく｡

固定子ｺｲﾙおよび口出線･接続部品の絶縁特性

低下については，現状の保全項目に高経年化

対策の観点から追加すべき項目はない｡引き

続き，現状保全を継続していく｡

高圧ﾎﾟﾝﾌﾟﾓｰﾀ
固定子ｺｲﾙおよび

口出線･接続部品

固定子ｺｲﾙおよび口出線･接続部品の絶縁特性

低下に対しては，定期的に絶縁抵抗測定およ

び絶縁診断試験を実施し，絶縁特性に有意な

変化がないことを確認している｡また，目視確

認および清掃を実施し，健全性を確認してい

る｡

なお，これらの点検で有意な絶縁特性の変化

が認められた場合には，洗浄，乾燥および絶

縁補修(絶縁物にﾜﾆｽを注入)または固定子ｺｲﾙ

および口出線･接続部品を取り替えることとし

ている｡

固定子ｺｲﾙおよび口出線･接続部品について

は，絶縁特性が低下する可能性は否定できな

いが，絶縁抵抗測定および絶縁診断試験によ

り検知可能であるため，引き続き現状保全を

継続することで，60年間の健全性は維持でき

ると判断する｡1
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表 9(2/16) 代表機器以外の評価対象および技術評価の概要 

評価対象設備 評価対象機器 部位 健全性評価 現状保全 総合評価 高経年化への対応

ﾓｼﾞｭｰﾙ型高圧動力用電気ﾍﾟﾈﾄ

ﾚ-ｼｮﾝ

ﾓｼﾞｭｰﾙ型低圧動力用電気ﾍﾟﾈﾄ

ﾚｰｼｮﾝ

ﾓｼﾞｭｰﾙ型制御計測用電気ﾍﾟﾈﾄ

ﾚｰｼｮﾝ

ｼｰﾙ材および電線

長期健全性試験の結果，ﾓｼﾞｭｰﾙ型高圧動力用

電気ﾍﾟﾈﾄﾚ-ｼｮﾝ等は，60年間の通常運転および

事故時雰囲気において絶縁性能を維持できる

ものと評価できる｡

ﾓｼﾞｭｰﾙ型高圧動力用電気ﾍﾟﾈﾄﾚ-ｼｮﾝ等の絶縁特

性低下に対しては，定期的に絶縁抵抗測定を

実施し，健全性を確認している。また，定期

検査時の原子炉格納容器漏えい率検査によ

り，原子炉格納容器全体の漏えい率が基準を

満たし，漏えい率が増加傾向にないことを確

認している。

なお，電気ﾍﾟﾈﾄﾚ-ｼｮﾝに有意な絶縁特性低下が

認められた場合は，必要により取替え等を行

うこととしている。

ﾓｼﾞｭｰﾙ型高圧動力用電気ﾍﾟﾈﾄﾚ-ｼｮﾝ等の絶縁

特性低下は，健全性評価結果および現状保全

より，運転開始から60年間の通常運転および

事故時雰囲気において絶縁性能を維持できる

と判断する。

ｼｰﾙ材および電線の絶縁特性低下に対して

は，高経年化対策の観点から現状の保全内容

に追加すべき項目はない。引き続き，現状保

全を継続していく。

ﾓｼﾞｭｰﾙ型制御計測用高耐熱電

気ﾍﾟﾈﾄﾚｰｼｮﾝ
ｼｰﾙ材および電線

長期健全性試験の結果，ﾓｼﾞｭｰﾙ型制御計測用

電気ﾍﾟﾈﾄﾚ-ｼｮﾝは，30年間の運転期間を想定し

た劣化条件および事故時環境条件を包絡し，

判定基準を満足している。

また、事故時環境において動作要求のあるﾓ

ｼﾞｭｰﾙ型制御計測用高耐熱電気ﾍﾟﾈﾄﾚｰｼｮﾝにつ

いては，運転開始後34年目に設置予定であ

る。

よって，ﾓｼﾞｭｰﾙ型制御計測用高耐熱電気ﾍﾟﾈﾄ

ﾚｰｼｮﾝは，60年間の通常運転および事故時雰囲

気において絶縁特性を維持できるものと評価

できる。

ﾓｼﾞｭｰﾙ型制御計測用高耐熱電気ﾍﾟﾈﾄﾚｰｼｮﾝの絶

縁特性低下に対しては，定期的に絶縁抵抗測

定を実施し，健全性を確認することとしてい

る。また，定期検査時の原子炉格納容器漏え

い率検査により，原子炉格納容器全体の漏え

い率が基準を満たし，漏えい率が増加傾向に

ないことを確認することとしている。

なお，電気ﾍﾟﾈﾄﾚｰｼｮﾝに有意な絶縁特性低下が

認められた場合は，必要により取替え等を行

うこととしている。

ﾓｼﾞｭｰﾙ型制御計測用高耐熱電気ﾍﾟﾈﾄﾚｰｼｮﾝの

絶縁特性低下は，健全性評価結果および現状

保全より、運転開始から60年間の通常運転お

よび事故時雰囲気において絶縁性能を維持で

きると判断する。

ｼｰﾙ材および電線の絶縁特性低下に対して

は，高経年化対策の観点から現状の保全内容

に追加すべき項目はない。引き続き，現状保

全を継続していく。

残留熱除去系炉水入口内側隔

離弁用駆動部

固定子ｺｲﾙ，口出

線･接続部品およ

びﾌﾞﾚｰｷ電磁ｺｲﾙ

長期健全性試験の結果，熱･放射線による劣

化，機械的劣化および事故時雰囲気による劣

化に対して，電動弁用駆動部絶縁物は60年間

の通常運転および事故時雰囲気において絶縁

性能を維持できると評価できる｡

電動弁用駆動部絶縁物の絶縁特性低下に対し

ては，定期的に絶縁抵抗測定を実施し，絶縁

機能に有意な変化がないことを確認している｡

また，目視確認および清掃を実施するととも

に動作試験を行い，健全性を確認している｡

なお，これらの点検で有意な絶縁特性低下が

認められた場合には，電動弁用駆動部の補修

または取替えを行うこととしている｡

電動弁用駆動部絶縁物の絶縁特性低下は，健

全性評価結果および現状保全より，運転開始

から60年間の通常運転および事故時雰囲気に

おいて絶縁性能を維持できると判断する｡

電動弁用駆動部絶縁物の絶縁特性低下につい

ては，現状の保全項目に高経年化対策の観点

から追加すべき項目はない｡引き続き，現状

保全を継続していく｡

原子炉隔離時冷却系ﾀｰﾋﾞﾝ排

気隔離弁用駆動部

固定子ｺｲﾙ，回転

子ｺｲﾙおよび口出

線･接続部品

長期健全性試験の結果，熱･放射線による劣

化，機械的劣化および事故時雰囲気による劣

化に対して，電動弁用駆動部絶縁物は60年間

の通常運転および事故時雰囲気において絶縁

性能を維持できると評価できる｡

電動弁用駆動部の絶縁特性低下に対しては，

定期的に絶縁抵抗測定を実施し，絶縁特性に

有意な変化がないことを確認している。ま

た，動作試験を行い，健全性を確認してい

る。

なお，直流の電動弁用駆動部は定期的に取替

を実施している。

電動弁用駆動部絶縁物の絶縁特性低下は，健

全性評価結果および現状保全より，運転開始

から60年間の通常運転および事故時雰囲気に

おいて絶縁特性を維持できると判断する。

電動弁用駆動部の絶縁特性低下については，

現状の保全項目に高経年化対策の観点から追

加すべき項目はない。引き続き，現状保全を

継続していく。

原子炉補機冷却系熱交海水出

口弁用駆動部

原子炉補機海水ﾎﾟﾝﾌﾟ出口弁

用駆動部

固定子ｺｲﾙおよび

口出線･接続部品
低圧ﾎﾟﾝﾌﾟﾓｰﾀの評価と同様｡ 同左 同左 同左

電動弁用駆動

部

電気ﾍﾟﾈﾄﾚｰｼｮﾝ

1
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表 9(3/16) 代表機器以外の評価対象および技術評価の概要 

 

評価対象設備 評価対象機器 部位 健全性評価 現状保全 総合評価 高経年化への対応

高圧ｹｰﾌﾞﾙ 高圧難燃CVｹｰﾌﾞﾙ 絶縁体

長期健全性試験の結果，高圧難燃CVｹｰﾌﾞﾙの絶

縁体は，60年間の通常運転および事故時雰囲

気において絶縁性能を維持できるものと評価

できる｡

高圧難燃CVｹｰﾌﾞﾙの絶縁体の絶縁特性低下につ

いては，系統機器の点検時に絶縁抵抗測定，

絶縁診断試験を実施し，有意な絶縁特性低下

がないことを確認している｡さらに，系統機器

の点検時に実施する機器の動作試験において

も絶縁機能の健全性を確認している｡

なお，点検で有意な絶縁特性低下が認められ

た場合には，ｹｰﾌﾞﾙの取替えを行うこととして

いる｡

高圧難燃CVｹｰﾌﾞﾙの絶縁体については，運転

開始から60年間の通常運転および事故時雰囲

気において絶縁性能を維持できると判断す

る｡

高圧難燃CVｹｰﾌﾞﾙの絶縁体の絶縁特性低下に

ついては，現状の保全項目に高経年化対策の

観点から追加すべき項目はない｡引き続き，

現状保全を継続していく｡

KGBｹｰﾌﾞﾙ 絶縁体

電気学会推奨案に基づく長期健全性試験の結

果，KGBｹｰﾌﾞﾙの絶縁体は，60年間の通常運転

および設計基準事故時雰囲気において絶縁性

能を維持できるものと評価できる。

また，ACAｶﾞｲﾄﾞに従ったケーブル実布設環境

での長期健全性試験の結果，KGBｹｰﾌﾞﾙの絶縁

体は，60年間の通常運転および設計基準事故

時雰囲気において絶縁性能を維持できるもの

と評価できる。

KGBｹｰﾌﾞﾙの絶縁体については，運転開始から

60年間の通常運転および設計基準事故時雰囲

気において絶縁特性を維持できると判断す

る｡

難燃CVｹｰﾌﾞﾙ 絶縁体

電気学会推奨案に基づく長期健全性試験の結

果，難燃CVｹｰﾌﾞﾙの絶縁体は，60年間の通常運

転および事故時雰囲気において絶縁性能を維

持できるものと評価できる｡

また，ACAｶﾞｲﾄﾞに従ったｹｰﾌﾞﾙ実布設環境での

長期健全性試験の結果，原子炉浄化系熱交換

器室に設置される難燃CVｹｰﾌﾞﾙの絶縁体につい

ては47年間の通常運転および事故時雰囲気に

おいて，その他の難燃CVｹｰﾌﾞﾙの絶縁体につい

ては，60年間の通常運転および事故時雰囲気

において絶縁性能を維持できるものと評価で

きる。

原子炉浄化系熱交換器室に設置される難燃CV

ｹｰﾌﾞﾙの絶縁体については，使用開始から47

年間経過する前に取替えを行うことで，運転

開始から60年間の通常運転および事故時雰囲

気において絶縁特性を維持できると判断す

る｡

その他の難燃CVｹｰﾌﾞﾙの絶縁体については，

健全性評価結果および現状保全より，運転開

始から60年間の通常運転および事故時雰囲気

において絶縁特性を維持できると判断する｡

難燃VVｹｰﾌﾞﾙ

特殊耐熱VVｹｰﾌﾞﾙ

難燃PEｹｰﾌﾞﾙ

絶縁体

難燃VVｹｰﾌﾞﾙ，特殊耐熱VVｹｰﾌﾞﾙ，難燃PEｹｰﾌﾞﾙ

の絶縁体の絶縁特性については，長期間の使

用を考慮すると低下する可能性は否定できな

い｡

ただし，絶縁抵抗測定または系統機器の動作

試験を行うことで，絶縁特性低下またはその

兆候が確認できる｡

難燃VVｹｰﾌﾞﾙ，特殊耐熱VVｹｰﾌﾞﾙ，難燃PEｹｰﾌﾞ

ﾙの絶縁体については，絶縁特性が低下する

可能性は否定できないが，系統機器点検時の

絶縁抵抗測定および系統機器の動作試験によ

り検知可能であるため，引き続き現状保全を

継続することで，60年間の健全性は維持でき

ると判断する｡

難燃FNｹｰﾌﾞﾙ 絶縁体

ACAｶﾞｲﾄﾞに従ったｹｰﾌﾞﾙ実布設環境での長期健

全性試験の結果，難燃FNｹｰﾌﾞﾙの絶縁体は，60

年間の通常運転および事故時雰囲気におい

て，絶縁性能を維持できるものと評価でき

る。

難燃FNケーブルの絶縁体の絶縁特性低下につ

いては，系統機器の点検時に絶縁抵抗測定を

実施している。

また，系統機器の点検時に実施する機器の動

作試験においてもケーブルの絶縁機能の健全

性を確認している。

なお，点検で有意な絶縁特性低下が認められ

た場合には，ケーブルの取替えを行うことと

している。

難燃FNケーブルの絶縁体については，使用開

始から60年間の通常運転および事故時雰囲気

において絶縁特性を維持できると判断する。

難燃FNケーブルの絶縁体の絶縁特性低下につ

いては，現状の保全項目に高経年化の観点か

ら追加すべき項目はない。

絶縁体の絶縁特性低下については，現状の保

全項目に高経年化対策の観点から追加すべき

項目はない｡引き続き，現状保全を継続して

いく｡

絶縁体の絶縁特性低下については，系統機器

の点検時に絶縁抵抗測定を実施している｡

また，系統機器の点検時に実施する機器の動

作試験においてもｹｰﾌﾞﾙの絶縁機能の健全性を

確認している｡

なお，点検で有意な絶縁特性低下が認められ

た場合には，ｹｰﾌﾞﾙの取替えを行うこととして

いる｡

低圧ｹｰﾌﾞﾙ
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表 9(4/16) 代表機器以外の評価対象および技術評価の概要 

評価対象設備 評価対象機器 部位 健全性評価 現状保全 総合評価 高経年化への対応

難燃一重同軸ｹｰﾌﾞﾙ

難燃二重同軸ｹｰﾌﾞﾙ

難燃三重同軸ｹｰﾌﾞﾙ

絶縁体

電気学会推奨案に基づく長期健全性試験の結

果，難燃一重同軸ｹｰﾌﾞﾙ，難燃二重同軸ｹｰﾌﾞﾙ

および難燃三重同軸ｹｰﾌﾞﾙの絶縁体について

は，60年間の通常運転および事故時雰囲気に

おいて絶縁性能を維持できるものと評価でき

る｡

また，ACAｶﾞｲﾄﾞに従ったｹｰﾌﾞﾙ実布設環境での

長期健全性試験の結果，難燃一重同軸ｹｰﾌﾞﾙの

絶縁体については，61年の通常運転および事

故時雰囲気において，難燃二重同軸ｹｰﾌﾞﾙの絶

縁体については，174年の通常運転および事故

時雰囲気において，難燃三重同軸ｹｰﾌﾞﾙの絶縁

体については，60年間の通常運転および事故

時雰囲気において絶縁性能を維持できるもの

と評価できる。

難燃一重同軸ケーブル，難燃二重同軸ケーブ

ルおよび難燃三重同軸ケーブル絶縁体につい

ては，運転開始から60年間の通常運転および

事故時雰囲気において絶縁特性を維持できる

と判断する｡

複合同軸ｹｰﾌﾞﾙ

難燃一重同軸ｹｰﾌﾞﾙ
絶縁体

複合同軸ｹｰﾌﾞﾙの絶縁体の絶縁特性について

は，長期間の使用を考慮すると低下する可能

性は否定できない｡

ただし，絶縁抵抗測定および系統機器の動作

試験を行うことで，絶縁特性低下またはその

兆候が確認できる｡

複合同軸ｹｰﾌﾞﾙの絶縁体については，絶縁特

性が低下する可能性は否定できないが，系統

機器点検時の絶縁抵抗測定および系統機器の

動作試験により検知可能であるため，引き続

き現状保全を継続することで，今後も健全性

は維持できると判断する｡

絶縁体の絶縁特性低下については，系統機器

の点検時に絶縁抵抗測定を実施している｡

また，系統機器の点検時に実施する機器の動

作試験においてもｹｰﾌﾞﾙの絶縁機能の健全性を

確認している｡

なお，点検で有意な絶縁特性低下が認められ

た場合には，ｹｰﾌﾞﾙの取替えを行うこととして

いる｡

絶縁体の絶縁特性低下については，現状の保

全項目に高経年化対策の観点から追加すべき

項目はない｡引き続き，現状保全を継続して

いく｡

同軸ｹｰﾌﾞﾙ
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表 9(5/16) 代表機器以外の評価対象および技術評価の概要 

評価対象設備 評価対象機器 部位 健全性評価 現状保全 総合評価 高経年化への対応

端子台接続(ｼﾞｱﾘﾙﾌﾀﾚｰﾄ樹脂) 絶縁物

長期健全性試験の結果，25年間の運転期間を

想定した劣化条件および事故時環境条件にお

いて絶縁性能を維持できる。

また，原子炉格納容器内の事故時環境におい

て動作要求のある端子台については運転開始

後29年(第17回定期検査(2017年度))に取替え

を行っている｡

よって，端子台の絶縁物は54年間の通常運転

および事故時雰囲気において絶縁性能を維持

できると評価できる｡

端子台の絶縁物の絶縁特性低下に対しては，

点検時に絶縁抵抗測定を実施し，有意な絶縁

特性低下が無いことを確認している｡さらに，

点検時に実施する機器の動作試験においても

端子台の絶縁機能の健全性を確認している｡

なお，点検で有意な絶縁特性低下が認められ

た場合には，端子台の取替えを行うこととし

ている｡

端子台の絶縁体については，使用開始から54

年間経過する前に取替えを行うことで，運転

開始から60年間の通常運転および設計基準事

故時雰囲気において絶縁特性を維持できると

判断する｡

直ｼﾞｮｲﾝﾄ接続 熱収縮ﾁｭｰﾌﾞ

長期健全性試験の結果，60年間の通常運転お

よび事故時環境条件において絶縁性能を維持

できると評価できる。

直ｼﾞｮｲﾝﾄ接続の絶縁特性低下に対しては，点

検時に絶縁抵抗測定，または点検時に実施す

る機器の動作試験においても直ｼﾞｮｲﾝﾄ接続の

絶縁機能の健全性を確認している｡

なお，点検で有意な絶縁特性低下が認められ

た場合には，直ｼﾞｮｲﾝﾄ接続の取替えを行うこ

ととしている｡

直ｼﾞｮｲﾝﾄ接続の絶縁体については，運転開始

から60年間の通常運転および事故時雰囲気に

おいて絶縁性能を維持できると判断する｡

電動弁ｺﾈｸﾀ接続

ｵｽ絶縁物

ｼｰﾘﾝｸﾞﾌﾞｯｼｭ

ﾒｽ絶縁物

長期健全性試験の結果，電動弁ｺﾈｸﾀの絶縁物

は，60年間の通常運転および事故時雰囲気に

おいて絶縁性能を維持できると評価できる｡

電動弁ｺﾈｸﾀの絶縁特性低下に対しては，点検

時に絶縁抵抗測定，または点検時に実施する

機器の動作試験においても，電動弁ｺﾈｸﾀの絶

縁機能の健全性を確認している｡

また，点検で有意な絶縁特性低下が認められ

た場合には，電動弁ｺﾈｸﾀの取替えを行うこと

としている｡

電動弁ｺﾈｸﾀ(ｼﾞｱﾘﾙﾌﾀﾚｰﾄ樹脂)の絶縁特性低下

は，運転開始から60年間の通常運転および設

計基準事故時雰囲気において絶縁性能を維持

できると判断する｡

同軸ｺﾈｸﾀ接続(ﾎﾟﾘｴｰﾃﾙｴｰﾃﾙｹﾄ

ﾝ)

Oﾘﾝｸﾞ(ﾒｽ側)

ﾚｾﾌﾟﾀｸﾙｲﾝｼｭﾚｰﾀ

ﾌﾟﾗｸﾞｲﾝｼｭﾚｰﾀ

Oﾘﾝｸﾞ(ｵｽ側)

実機相当品による長期健全性試験の結果，同

軸ｺﾈｸﾀの絶縁物は，60年間の通常運転および

事故時雰囲気において絶縁性能を維持できる

と評価できる｡

同軸ｺﾈｸﾀの絶縁特性低下に対しては，点検時

に絶縁抵抗測定を実施するとともに，出力信

号測定においても絶縁機能の健全性を確認し

ている｡

また，この点検で有意な絶縁特性の変化が認

められた場合には，同軸ｺﾈｸﾀの取替えを行う

こととしている｡

同軸ｺﾈｸﾀの絶縁体については，運転開始から

60年間の通常運転および事故時雰囲気におい

て絶縁性能を維持できると判断する｡

端子台接続(ﾎﾟﾘﾌｪﾆﾚﾝｴｰﾃﾙ樹

脂)
絶縁物

同軸ｺﾈｸﾀ接続(架橋ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ，

ﾃﾌﾛﾝ)
絶縁物

同軸ｺﾈｸﾀ接続(ｼﾞｱﾘﾙﾌﾀﾚｰﾄ樹

脂)
絶縁物

同軸ｺﾈｸﾀの絶縁物は，有機物(ｼﾞｱﾘﾙﾌﾀﾚｰﾄ樹

脂)であり，熱および放射線による物性変化

等，熱的，環境的要因により経年劣化が進行

し，長期間の使用を考慮すると絶縁特性低下

を起こす可能性は否定できないが，系統機器

点検時の絶縁抵抗測定および系統機器の動作

試験で検知可能である。

同軸ｺﾈｸﾀの絶縁体については，系統機器点検

時の絶縁抵抗測定および系統機器の動作試験

を実施し，点検で異常が認められた場合には

取替えを行うこととしている。

同軸ｺﾈｸﾀの絶縁物については，系統機器点検

時の絶縁抵抗測定および系統機器の動作試験

で検知可能であり，引き続き現状保全を継続

することで，今後も健全性は維持できると判

断する｡

ｹｰﾌﾞﾙ接続部

長期健全性試験の結果，端子台接続および同

軸ｺﾈｸﾀ接続の絶縁物は，60年間の通常運転お

よび事故時雰囲気において絶縁性能を維持で

きると評価できる｡

端子台接続および同軸ｺﾈｸﾀの絶縁体について

は，絶縁抵抗測定，機器の動作試験を実施

し，絶縁特性低下を監視していくとともに，

必要に応じ取替え等の適切な対応を行うこと

としている。

絶縁体および絶縁物の絶縁特性低下について

は，現状の保全内容に高経年化対策の観点か

ら追加すべき項目はない｡引き続き，現状保

全を継続していく｡

端子台接続および同軸ｺﾈｸﾀの絶縁物について

は，運転開始から60年間の通常運転および事

故時雰囲気において絶縁特性を維持できると

判断する。
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表 9(6/16) 代表機器以外の評価対象および技術評価の概要 

 

 

 

 

 

 

評価対象設備 評価対象機器 部位 健全性評価 現状保全 総合評価 高経年化への対応

ﾀｰﾋﾞﾝ制御装置 制御油ﾎﾟﾝﾌﾟﾓｰﾀ

ﾎﾟﾝﾌﾟﾓｰﾀ(低圧，

交流，全閉)の固

定子ｺｲﾙおよび口

出線･接続部品

低圧ﾎﾟﾝﾌﾟﾓｰﾀの評価と同様｡ 同左 同左 同左

原子炉隔離時冷却ﾎﾟﾝﾌﾟ駆動

用蒸気ﾀｰﾋﾞﾝおよび付属装置

の主塞止弁

高圧原子炉代替注水ﾎﾟﾝﾌﾟ駆

動用蒸気ﾀｰﾋﾞﾝおよび付属装

置の蒸気入口弁

電動弁用駆動部の

回転子ｺｲﾙ，固定

子ｺｲﾙおよび口出

線･接続部品

電動弁用駆動部の評価と同様｡ 同左 同左 同左

原子炉隔離時冷却ﾎﾟﾝﾌﾟ駆動

用蒸気ﾀｰﾋﾞﾝおよび付属装置

の真空ﾎﾟﾝﾌﾟﾓｰﾀ，復水ﾎﾟﾝﾌﾟ

ﾓｰﾀ

ﾎﾟﾝﾌﾟﾓｰﾀ(低圧，

直流，全閉)の回

転子ｺｲﾙ，固定子ｺ

ｲﾙおよび口出線･

接続部品

低圧ﾎﾟﾝﾌﾟﾓｰﾀの評価と同様｡ 同左 同左 同左

主蒸気管周囲温度計測装置

(事故時雰囲気において動作

要求のある温度検出器を有す

る計測装置共通)

温度検出器(熱電

対式,測温抵抗体

式)

長期健全性試験の結果，温度検出器について

は，60年間の通常運転および設計基準事故時

雰囲気においても絶縁特性を維持できると評

価できる｡

設計基準事故時雰囲気内で機能要求のある温

度検出器(熱電対式)については,運転開始か

ら60年間の通常運転および設計基準事故時雰

囲気において絶縁特性を維持できると判断す

る｡

中央制御室冷凍機蒸発器出口

冷水温度計測装置

(事故時雰囲気において動作

要求のある温度検出器を有す

る計測装置共通)

温度検出器(熱電

対式，測温抵抗体

式)

温度検出器の絶縁特性低下については，ｴﾎﾟｷｼ

樹脂の経年劣化により，封止性が低下し，絶

縁素材へ水分が侵入して発生する｡ｴﾎﾟｷｼ樹脂

の封止性低下については，保守実績より も

影響を及ぼす要因は環境的劣化と考えられる｡

温度検出器は設置環境の温度が低く，また，

塵埃付着による影響も小さいと考えるが，長

期間の使用を考慮すると絶縁特性が低下する

可能性は否定できない｡ ただし，機能確認を

行うことで，絶縁特性低下またはその兆候を

確認できる｡

温度検出器については,長期間の使用を考慮

すると絶縁特性が低下する可能性は否定でき

ないが,事故時雰囲気における動作要求のあ

る温度検出器と同様に動作試験により絶縁特

性低下またはその兆候は検知可能であるた

め,引き続き現状保全を継続することで,今後

も健全性は維持できると判断する｡

換気系放射線計測装置

水素濃度計測装置

酸素濃度計測装置

ｻﾝﾌﾟﾙﾎﾟﾝﾌﾟﾓｰﾀ(低

圧，交流，全閉)
低圧ﾎﾟﾝﾌﾟﾓｰﾀの評価と同様｡ 同左 同左 同左

非常用系ﾀｰﾋﾞﾝ

設備

温度検出器の絶縁特性低下については,現状

の保全項目に高経年化対策の観点から追加す

べき項目はない｡引き続き,現状保全を継続し

ていく｡

温度検出器の絶縁特性低下については，定期

的に動作試験を実施し，健全性を確認してお

り，異常が認められた場合には取替えを行う

こととしている。

計測装置
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表 9(7/16) 代表機器以外の評価対象および技術評価の概要 

評価対象設備 評価対象機器 部位 健全性評価 現状保全 総合評価 高経年化への対応

中央制御室送風機

ﾌｧﾝﾓｰﾀの固定子ｺｲ

ﾙ，口出線･接続部

品

固定子ｺｲﾙおよび口出線･接続部品の絶縁特性

低下については，機械的，熱的，電気的およ

び環境的要因により経年劣化が進行し，絶縁

特性低下を起こす可能性があることから，長

期間の使用を考慮すると固定子ｺｲﾙおよび口出

線･接続部品の絶縁特性低下の可能性は否定で

きない｡

ただし，絶縁抵抗測定を行うことで，絶縁特

性低下またはその兆候が確認できる｡

固定子ｺｲﾙおよび口出線･接続部品の絶縁特性

低下に対しては，定期的に絶縁抵抗測定を実

施し，絶縁特性に有意な変化がないことを確

認している｡また，目視確認および清掃を実施

し，健全性を確認している｡

なお，これらの点検で有意な絶縁特性低下が

認められた場合には，洗浄･乾燥および絶縁補

修(絶縁物にﾜﾆｽを注入)または，固定子ｺｲﾙお

よび口出線･接続部品またはﾓｰﾀの取替えを行

うこととしている｡

固定子ｺｲﾙおよび口出線･接続部品について

は，絶縁特性が低下する可能性は否定できな

いが，絶縁抵抗測定および目視確認により検

知可能であるため，引き続き現状保全を継続

することで，今後も健全性は維持できると判

断する｡

固定子ｺｲﾙおよび口出線･接続部品の絶縁特性

低下については，現状の保全項目に高経年化

対策の観点から追加すべき項目はない｡引き

続き，現状保全を継続していく｡

非常用ｶﾞｽ処理系排風機

中央制御室非常用再循環送風

機

中央制御室排風機

A-非常用ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ室送風機

B-非常用ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ室送風機

高圧炉心ｽﾌﾟﾚｲﾃﾞｨｰｾﾞﾙ室送風

機

非常用電気室送風機

非常用電気室排風機

高圧炉心ｽﾌﾟﾚｲ電気室送風機

高圧炉心ｽﾌﾟﾚｲ電気室排風機

ﾌｧﾝﾓｰﾀの固定子ｺｲ

ﾙ，口出線･接続部

品

低圧ﾎﾟﾝﾌﾟﾓｰﾀの評価と同様｡ 同左 同左 同左

空調機

低圧炉心ｽﾌﾟﾚｲﾎﾟﾝﾌﾟ室冷却機

高圧炉心ｽﾌﾟﾚｲﾎﾟﾝﾌﾟ室冷却機

残留熱除去ﾎﾟﾝﾌﾟ室冷却機

原子炉補機冷却水ﾎﾟﾝﾌﾟ熱交

換器室冷却機

ﾌｧﾝﾓｰﾀの固定子ｺｲ

ﾙ，口出線･接続部

品

低圧ﾎﾟﾝﾌﾟﾓｰﾀの評価と同様｡ 同左 同左 同左

中央制御室冷凍機の圧縮機
ﾓｰﾀの固定子ｺｲﾙ，

口出線･接続部品
高圧ﾎﾟﾝﾌﾟﾓｰﾀの評価と同様｡ 同左 同左 同左

中央制御室冷凍機の冷水循環

ﾎﾟﾝﾌﾟ

ﾓｰﾀの固定子ｺｲﾙ，

口出線･接続部品
低圧ﾎﾟﾝﾌﾟﾓｰﾀの評価と同様｡ 同左 同左 同左

ﾀﾞﾝﾊﾟおよび弁 中央制御室空調換気系調節弁

電動弁用駆動部の

固定子ｺｲﾙおよび

口出線･接続部品

電動弁用駆動部の評価と同様｡ 同左 同左 同左

非常用ディー

ゼル機関付属

設備

非常用ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ機関(A，B号

機)付属設備の燃料移送ﾎﾟﾝﾌﾟ

ﾓｰﾀｰ

高圧炉心スプレイ系ディーゼ

ル機関付属設備の燃料移送ﾎﾟ

ﾝﾌﾟﾓｰﾀｰ

ﾓｰﾀの固定子ｺｲﾙ，

口出線･接続部品
低圧ﾎﾟﾝﾌﾟﾓｰﾀの評価と同様｡ 同左 同左 同左

ﾌｧﾝ

冷凍機

2
1 



 

 

表 9(8/16) 代表機器以外の評価対象および技術評価の概要 

 

 

評価対象設備 評価対象機器 部位 健全性評価 現状保全 総合評価 高経年化への対応

ﾌﾞﾛﾜ用電動機(低

圧，交流，全閉)

の固定子ｺｲﾙおよ

び口出線･接続部

品

低圧ﾎﾟﾝﾌﾟﾓｰﾀの評価と同様｡ 同左 同左 同左

弁（電動弁駆動

部）の固定子ｺｲ

ﾙ，口出線・接続

部品

電動弁用駆動部の評価と同様｡ 同左 同左 同左

ﾓｰﾀの固定子ｺｲﾙ，

口出線･接続部品
低圧ﾎﾟﾝﾌﾟﾓｰﾀの評価と同様｡ 同左 同左 同左

ﾌﾞﾚｰｷ電磁ｺｲﾙ

ﾌﾞﾚｰｷ電磁ｺｲﾙの絶縁特性低下については，保

守実績より も絶縁特性低下に影響を及ぼす

要因は熱的劣化と考えられ，長期間の使用を

考慮すると絶縁特性が低下する可能性は否定

できない｡

ただし，絶縁抵抗測定を行うことで，絶縁特

性低下またはその兆候を確認できる｡

ﾌﾞﾚｰｷ電磁ｺｲﾙの絶縁特性低下については，定

期的に絶縁抵抗測定を実施し，有意な絶縁特

性低下がないことを確認している｡また，目視

確認および清掃を実施している｡

なお，点検で有意な絶縁特性低下が認められ

た場合は，取替えを行うこととしている｡

ﾌﾞﾚｰｷ電磁ｺｲﾙについては，絶縁特性が低下す

る可能性は否定できないが，絶縁抵抗測定に

より検知可能であるため，引き続き現状保全

を継続することで60年間の健全性は維持でき

ると判断する｡

ﾌﾞﾚｰｷ電磁ｺｲﾙの絶縁特性低下については，現

状の保全項目に高経年化対策上の観点から追

加すべき項目はない｡引き続き，現状保全を

継続していく｡

ﾓｰﾀの固定子ｺｲﾙ，

口出線･接続部品
低圧ﾎﾟﾝﾌﾟﾓｰﾀの評価と同様｡ 同左 同左 同左

ﾌﾞﾚｰｷ電磁ｺｲﾙ

ﾌﾞﾚｰｷ電磁ｺｲﾙの絶縁特性低下については，保

守実績より も絶縁特性低下に影響を及ぼす

要因は熱的劣化と考えられ，長期間の使用を

考慮すると絶縁特性が低下する可能性は否定

できない｡

ただし，絶縁抵抗測定を行うことで，絶縁特

性低下またはその兆候を確認できる｡

ﾌﾞﾚｰｷ電磁ｺｲﾙの絶縁特性低下については，定

期的に絶縁抵抗測定を実施し，有意な絶縁特

性低下がないことを確認している｡また，目視

確認および清掃を実施している｡

なお，点検で有意な絶縁特性低下が認められ

た場合は，取替えを行うこととしている｡

ﾌﾞﾚｰｷ電磁ｺｲﾙについては，絶縁特性が低下す

る可能性は否定できないが，絶縁抵抗測定に

より検知可能であるため，引き続き現状保全

を継続することで60年間の健全性は維持でき

ると判断する｡

ﾌﾞﾚｰｷ電磁ｺｲﾙの絶縁特性低下については，現

状の保全項目に高経年化対策上の観点から追

加すべき項目はない｡引き続き，現状保全を

継続していく｡

ｺｲﾙ(変圧器)

ｺｲﾙ(変圧器)の絶縁特性低下については，保守

実績より も絶縁特性低下に影響を及ぼす要

因は環境的劣化および熱的劣化と考えられる｡

変圧器は屋内空調環境に設置していることか

ら塵埃付着の可能性は小さい｡また，変圧器ｺｲ

ﾙは制御用のものであり通電電流が少ないこと

から温度上昇はわずかであり，熱的要因によ

る劣化が進行する可能性は小さい｡

しかし，長期間の使用を考慮すると絶縁特性

が低下する可能性は否定できない｡

ただし，絶縁抵抗測定を行うことで，絶縁特

性低下またはその兆候が確認できる｡

ｺｲﾙ(変圧器)の絶縁特性低下については，定期

的に絶縁抵抗測定を実施し，異常がないこと

を確認している｡また，目視確認および清掃を

実施している｡

なお，点検で異常が認められた場合は，取替

えを行うこととしている｡

ｺｲﾙ(変圧器)については，絶縁特性が低下す

る可能性は否定できないが，絶縁抵抗測定に

より検知可能である｡また，これまで定期的

に目視確認，清掃を行うことで異常は発生し

ていないことから，引き続き現状保全を継続

することで60年間の健全性は維持できると判

断する｡

ｺｲﾙ(変圧器)の絶縁特性低下については，現

状の保全項目に高経年化対策の観点から追加

すべき項目はない｡引き続き，現状保全を継

続していく｡

計装用圧縮空

気系設備
計装用圧縮空気系設備

ﾓｰﾀの固定子ｺｲﾙ，

口出線･接続部品
低圧ﾎﾟﾝﾌﾟﾓｰﾀの評価と同様｡ 同左 同左 同左

ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝ機関

付属設備

ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝ機関付属設備の燃料

移送ﾎﾟﾝﾌﾟﾓｰﾀ

ﾓｰﾀの固定子ｺｲﾙ，

口出線･接続部品
低圧ﾎﾟﾝﾌﾟﾓｰﾀの評価と同様｡ 同左 同左 同左

燃料取替機 燃料取替機

可燃性ｶﾞｽ濃度

制御系設備
可燃性ｶﾞｽ濃度制御系設備

原子炉建物天

井ｸﾚｰﾝ
原子炉建物天井ｸﾚｰﾝ

2
2 



表 9(9/16) 代表機器以外の評価対象および技術評価の概要 

評価対象設備 評価対象機器 部位 健全性評価 現状保全 総合評価 高経年化への対応

原子炉建物燃

料取替階ﾌﾞﾛｰｱ

ｳﾄﾊﾟﾈﾙ閉止装

置

原子炉建物燃料取替階ﾌﾞﾛｰｱｳ

ﾄﾊﾟﾈﾙ閉止装置の電動駆動部

固定子ｺｲﾙ，口出

線･接続部品

電動駆動部の長期健全性試験の結果，電動駆

動部の絶縁物については，60年間の通常運転

および事故時雰囲気において絶縁性能を維持

できるものと評価できる。

電動駆動部絶縁物の絶縁特性低下に対して

は，定期的に絶縁抵抗測定を実施し，絶縁機

能に有意な変化がないことを確認することと

している。

なお，これらの点検で有意な絶縁特性低下が

認められた場合には，目視確認，洗浄・乾燥

または電動駆動部の補修・取替えを行うこと

としている。

電動駆動部絶縁物の絶縁特性低下は，健全性

評価結果および現状保全より，運転開始から

60年間の通常運転および重大事故等時雰囲気

において絶縁性能を維持できると判断する。

固定子コイルおよび口出線・接続部品の絶縁

特性低下については，高経年化対策の観点か

ら追加すべき項目はないと判断する。

絶縁操作ﾛｯﾄﾞ，引

外しｺｲﾙおよび投

入ｺｲﾙ

絶縁操作ﾛｯﾄﾞ，引外しｺｲﾙおよび投入ｺｲﾙの絶

縁特性低下については，保守実績より も影

響を及ぼす要因は環境的劣化と考えられる｡

絶縁操作ﾛｯﾄﾞ，引外しｺｲﾙおよび投入ｺｲﾙは屋

内空調環境に設置していることから，塵埃付

着の可能性は小さいが，長期間の使用を考慮

すると絶縁特性が低下する可能性は否定でき

ない｡

ただし，絶縁抵抗測定を行うことで，絶縁特

性低下またはその兆候が確認できる｡

絶縁操作ﾛｯﾄﾞ，引外しｺｲﾙおよび投入ｺｲﾙの絶

縁特性低下については，定期的に絶縁物の変

色有無や塵埃付着の有無等の目視確認および

絶縁抵抗測定を実施し，健全性を確認してい

る｡

なお，点検で有意な絶縁特性低下が認められ

た場合には，取替えを行うこととしている｡

絶縁操作ﾛｯﾄﾞ，引外しｺｲﾙおよび投入ｺｲﾙにつ

いては，絶縁特性が低下する可能性は否定で

きないが，絶縁抵抗測定により検知可能であ

るため，引き続き現状保全を継続することで

60年間の健全性は維持できると判断する｡

絶縁操作ﾛｯﾄﾞ，引外しｺｲﾙおよび投入ｺｲﾙの絶

縁特性低下については，現状の保全項目に高

経年化対策の観点から追加すべき項目はな

い｡引き続き，現状保全を継続していく。

支持ｻﾎﾟｰﾄ，ﾌﾞｯｼﾝ

ｸﾞ，支持碍子およ

び主回路断路部

支持ｻﾎﾟｰﾄ，断路部，支持碍子および主回路断

路部の絶縁特性低下については，保守実績よ

り も絶縁特性低下に影響を及ぼす要因は環

境的劣化と考えられる｡

支持ｻﾎﾟｰﾄ，断路部，支持碍子および主回路断

路部は屋内空調環境に設置していることから

塵埃付着の可能性は小さいが，長期間の使用

を考慮すると絶縁特性が低下する可能性は否

定できない｡

ただし，絶縁抵抗測定を行うことで，絶縁特

性低下またはその兆候を確認できる｡

支持ｻﾎﾟｰﾄ，ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ，断路部，支持碍子およ

び主回路断路部の絶縁特性低下については，

定期的に絶縁抵抗測定を実施し，有意な絶縁

特性低下がないことを確認している｡また，目

視確認および清掃を実施している｡

なお，点検で有意な絶縁特性低下が認められ

た場合は，取替えを行うこととしている｡

支持ｻﾎﾟｰﾄ，ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ，断路部，支持碍子およ

び主回路断路部については，絶縁特性が低下

する可能性は否定できないが，絶縁抵抗測定

により検知可能であるため，引き続き現状保

全を継続することで60年間の健全性は維持で

きると判断する｡

支持ｻﾎﾟｰﾄ，ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ，断路部，支持碍子およ

び主回路断路部の絶縁特性低下については，

現状の保全項目に高経年化対策の観点から追

加すべき項目はない｡引き続き，現状保全を

継続していく。

計器用変圧器

計器用変圧器の絶縁特性低下については，保

守実績より も絶縁特性低下に影響を及ぼす

要因は環境的劣化および熱的劣化と考えられ

る｡

計器用変圧器は屋内空調環境に設置している

ことから塵埃付着の可能性は小さい｡

しかし，計器用変圧器については，長期間の

使用を考慮すると絶縁特性が低下する可能性

は否定できない｡

ただし，絶縁抵抗測定を行うことで，絶縁特

性低下またはその兆候が確認できる｡

計器用変圧器の絶縁特性低下については，定

期的に絶縁抵抗測定を実施し，異常がないこ

とを確認している｡また，計器用変圧器につい

ては目視確認および清掃を実施している｡

なお，点検で異常が認められた場合は，取替

えを行うこととしている｡

計器用変圧器については，絶縁特性が低下す

る可能性は否定できないが，絶縁抵抗測定に

より検知可能である｡また，これまで定期的

に目視確認，清掃を行うことで異常は発生し

ていないことから，引き続き現状保全を継続

することで60年間の健全性は維持できると判

断する｡

計器用変圧器の絶縁特性低下については，現

状の保全項目に高経年化対策の観点から追加

すべき項目はない｡引き続き，現状保全を継

続していく。

非常用M/C

高圧炉心ｽﾌﾟﾚｲ系M/C

緊急用M/C

原子炉再循環ﾎﾟﾝﾌﾟﾄﾘｯﾌﾟ遮断

器

高圧閉鎖配電

盤

2
3 



 

 

表 9(10/16) 代表機器以外の評価対象および技術評価の概要 

 

 

評価対象設備 評価対象機器 部位 健全性評価 現状保全 総合評価 高経年化への対応

高圧閉鎖配電

盤

非常用M/C

高圧炉心ｽﾌﾟﾚｲ系M/C

緊急用M/C

原子炉再循環ﾎﾟﾝﾌﾟﾄﾘｯﾌﾟ遮断

器

貫通形計器用変流

器

貫通形計器用変流器の絶縁特性低下について

は，保守実績より も絶縁特性低下に影響を

及ぼす要因は環境的劣化および熱的劣化と考

えられる｡

貫通形計器用変流器は屋内空調環境に設置し

ていることから塵埃付着の可能性は小さい｡

また，貫通形計器用変流器については，ｺｲﾙへ

の通電電流が少ないことから温度上昇はわず

かであり，熱的要因による劣化が進行する可

能性は小さい｡

なお，貫通形計器用変流器については，長期

間の使用を考慮すると絶縁特性が低下する可

能性は否定できないが，これまでの絶縁抵抗

測定で異常がないことを確認している。

また，定期的な絶縁抵抗測定および目視確認

を行うことで，絶縁特性低下が確認できる。

貫通形計器用変流器の絶縁特性低下について

は，定期的に絶縁抵抗測定および目視確認を

実施し，異常がないことを確認している｡

なお，点検で異常が認められた場合は，取替

えを行うこととしている｡

貫通形計器用変流器については，絶縁特性が

低下する可能性は否定できないが，絶縁抵抗

測定および目視確認により検知可能である｡

また，これまで定期的に絶縁抵抗測定，目視

確認，清掃を行うことで異常は発生していな

いことから，引き続き現状保全を継続するこ

とで60年間の健全性は維持できると判断す

る｡

貫通形計器用変流器の絶縁特性低下について

は，現状の保全項目に高経年化対策の観点か

ら追加すべき項目はない｡引き続き，現状保

全を継続する。

高圧閉鎖配電

盤

非常用M/C

高圧炉心ｽﾌﾟﾚｲ系M/C

緊急用M/C

原子炉再循環ﾎﾟﾝﾌﾟﾄﾘｯﾌﾟ遮断

器

ばね蓄勢ﾓｰﾀ

ばね蓄勢モータの絶縁物は有機物であり，絶

縁特性が低下する可能性があるが，屋内空調

環境に設置しており，絶縁抵抗測定を行うこ

とで絶縁特性低下を確認できる。

また，定期的に絶縁抵抗測定により絶縁特性

低下を確認し，必要に応じて取替を行うこと

としていることから， 60年間の健全性は維持

できると判断する。

定期的に絶縁抵抗測定により絶縁特性低下を

確認し，必要に応じて取替を行うこととして

いる。

ばね蓄勢モータの絶縁物は有機物であり，絶

縁特性が低下する可能性があるが，屋内空調

環境に設置しており，絶縁抵抗測定を行うこ

とで絶縁特性低下を確認できる。

また，定期的に絶縁抵抗測定により絶縁特性

低下を確認し，必要に応じて取替を行うこと

としていることから， 60年間の健全性は維

持できると判断する。

ばね蓄勢ﾓｰﾀの絶縁特性低下については，現

状の保全項目に高経年化対策の観点から追加

すべき項目はない｡引き続き，現状保全を継

続する。

非常用動力変圧器

高圧炉心ｽﾌﾟﾚｲ系動力変圧器

SA動力変圧器

ｺｲﾙ

ｺｲﾙの絶縁特性低下については，保守実績より

も絶縁特性低下に影響を及ぼす要因は熱的

劣化と考えられ，長期間の使用を考慮すると

絶縁特性が低下する可能性は否定できない｡

ただし，絶縁抵抗測定を行うことで，絶縁特

性低下を確認できる｡

ｺｲﾙの絶縁特性低下については，定期的に絶縁

抵抗測定を実施し，有意な絶縁特性低下がな

いことを確認している｡また，目視確認および

清掃を実施している｡

なお，点検で有意な絶縁特性低下が認められ

た場合は，取替えを行うこととしている｡

ｺｲﾙについては，絶縁特性が低下する可能性

は否定できないが，絶縁抵抗測定により検知

可能であるため，引き続き現状保全を継続す

ることで60年間の健全性は維持できると判断

する｡

ｺｲﾙの絶縁特性低下については，現状の保全

項目に高経年化対策上の観点から追加すべき

項目はない｡引き続き，現状保全を継続する｡

非常用動力変圧器

高圧炉心ｽﾌﾟﾚｲ系動力変圧器

SA動力変圧器

支持碍子

支持碍子の絶縁特性低下については，保守実

績より も絶縁特性低下に影響を及ぼす要因

は環境的劣化と考えられ，長期間の使用を考

慮すると絶縁特性が低下する可能性は否定で

きない｡

ただし，絶縁抵抗測定を行うことで，絶縁特

性低下またはその兆候を確認できる｡

支持碍子の絶縁特性低下については，定期的

に絶縁抵抗測定を実施し，有意な絶縁特性低

下がないことを確認している｡また，目視確認

および清掃を実施している｡

なお，点検で有意な絶縁特性低下が認められ

た場合は，取替えを行うこととしている｡

支持碍子については，絶縁特性が低下する可

能性は否定できないが，絶縁抵抗測定により

検知可能であるため，引き続き現状保全を継

続することで60年間の健全性は維持できると

判断する｡

支持碍子の絶縁特性低下については，現状の

保全項目に高経年化対策上の観点から追加す

べき項目はない｡引き続き，現状保全を継続

する。

非常用動力変圧器

ﾌｧﾝﾓｰﾀの固定子ｺｲ

ﾙ，口出線･接続部

品

低圧ﾎﾟﾝﾌﾟﾓｰﾀの評価と同様｡ 同左 同左 同左

動力用変圧器

2
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表 9(11/16) 代表機器以外の評価対象および技術評価の概要 

評価対象設備 評価対象機器 部位 健全性評価 現状保全 総合評価 高経年化への対応

絶縁操作ﾛｯﾄﾞ，投

入ｺｲﾙ，引外しｺｲﾙ

および断路部

絶縁支持板

計器用変圧器

計器用変圧器の絶縁特性低下については，保

守実績より も絶縁特性低下に影響を及ぼす

要因は環境的劣化および熱的劣化と考えられ

る｡

計器用変圧器は屋内空調環境に設置している

ことから塵埃付着の可能性は小さい｡

しかし，計器用変圧器については，長期間の

使用を考慮すると絶縁特性が低下する可能性

は否定できない｡

ただし，絶縁抵抗測定を行うことで，絶縁特

性低下またはその兆候が確認できる｡

計器用変圧器の絶縁特性低下については，定

期的に絶縁抵抗測定を実施し，異常がないこ

とを確認している｡また，計器用変圧器につい

ては目視確認および清掃を実施している｡

なお，点検で異常が認められた場合は，取替

えを行うこととしている｡

計器用変圧器については，絶縁特性が低下す

る可能性は否定できないが，絶縁抵抗測定に

より検知可能である｡また，これまで定期的

に目視確認，清掃を行うことで異常は発生し

ていないことから，引き続き現状保全を継続

することで60年間の健全性は維持できると判

断する｡

貫通形計器用変流

器

貫通形計器用変流器の絶縁特性低下について

は，保守実績より も絶縁特性低下に影響を

及ぼす要因は環境的劣化および熱的劣化と考

えられる｡

貫通形計器用変流器は屋内空調環境に設置し

ていることから塵埃付着の可能性は小さい｡

また，貫通形計器用変流器については，ｺｲﾙへ

の通電電流が少ないことから温度上昇はわず

かであり，熱的要因による劣化が進行する可

能性は小さい｡

なお，貫通形計器用変流器については，長期

間の使用を考慮すると絶縁特性が低下する可

能性は否定できないが，これまでの絶縁抵抗

測定で異常がないことを確認している。

また，定期的な絶縁抵抗測定および目視確認

を行うことで，絶縁特性低下が確認できる。

貫通形計器用変流器の絶縁特性低下について

は，定期的に絶縁抵抗測定および目視確認を

実施し，異常がないことを確認している｡

なお，点検で異常が認められた場合は，取替

えを行うこととしている｡

貫通形計器用変流器については，絶縁特性が

低下する可能性は否定できないが，絶縁抵抗

測定および目視確認により検知可能である｡

また，これまで定期的に絶縁抵抗測定，目視

確認，清掃を行うことで異常は発生していな

いことから，引き続き現状保全を継続するこ

とで60年間の健全性は維持できると判断す

る｡

ばね蓄勢ﾓｰﾀ

ばね蓄勢モータの絶縁物は有機物であり，絶

縁特性が低下する可能性があるが，屋内空調

環境に設置しており，絶縁抵抗測定を行うこ

とで絶縁特性低下を確認できる。

また，定期的に絶縁抵抗測定により絶縁特性

低下を確認し，必要に応じて取替を行うこと

としていることから， 60年間の健全性は維持

できると判断する。

定期的に絶縁抵抗測定により絶縁特性低下を

確認し，必要に応じて取替を行うこととして

いる。

ばね蓄勢モータの絶縁物は有機物であり，絶

縁特性が低下する可能性があるが，屋内空調

環境に設置しており，絶縁抵抗測定を行うこ

とで絶縁特性低下を確認できる。

また，定期的に絶縁抵抗測定により絶縁特性

低下を確認し，必要に応じて取替を行うこと

としていることから， 60年間の健全性は維

持できると判断する。

ばね蓄勢ﾓｰﾀの絶縁特性低下については，現

状の保全項目に高経年化対策の観点から追加

すべき項目はない｡引き続き，現状保全を継

続する。

絶縁操作ﾛｯﾄﾞ，投入ｺｲﾙ，引外しｺｲﾙ，断路

部，絶縁支持板，計器用変圧器および貫通形

計器用変流器の絶縁特性低下に対しては，高

経年化対策の観点から現状の保全内容に追加

すべき項目はない｡引き続き，現状保全を継

続していく。

低圧閉鎖配電

盤

非常用L/C

SAL/C

絶縁操作ﾛｯﾄﾞ，投入ｺｲﾙ，引外しｺｲﾙ，断路部

および絶縁支持板の絶縁特性低下要因として

は，保守実績より も影響を及ぼす要因は環

境的劣化と考えられる｡

絶縁操作ﾛｯﾄﾞ，投入ｺｲﾙ，引外しｺｲﾙ，断路部

および絶縁支持板は屋内空調環境に設置して

いることから，塵埃付着の可能性は小さい

が，長期間の使用を考慮すると絶縁特性低下

の可能性は否定できない｡

ただし，絶縁抵抗測定を行うことで，絶縁特

性低下が確認できる｡

絶縁操作ﾛｯﾄﾞ，投入ｺｲﾙ，引外しｺｲﾙ，断路部

および絶縁支持板の絶縁特性低下について

は，定期的に絶縁物の変色有無や塵埃付着の

有無等の目視確認および絶縁抵抗測定を実施

し，健全性を確認している｡

なお，点検で有意な絶縁特性低下が認められ

た場合には，取替えを行うこととしている｡

絶縁操作ﾛｯﾄﾞ，投入ｺｲﾙ，引外しｺｲﾙ，断路部

および絶縁支持板の絶縁特性低下については

発生の可能性は否定できないが，目視確認お

よび絶縁抵抗測定により検知可能であるた

め，引き続き現状保全を継続することで60年

間の健全性は維持できると判断する。
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表 9(12/16) 代表機器以外の評価対象および技術評価の概要 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価対象設備 評価対象機器 部位 健全性評価 現状保全 総合評価 高経年化への対応

非常用C/C

高圧炉心ｽﾌﾟﾚｲ系C/C

SAC/C

ｺｲﾙ(変圧器)

ｺｲﾙ(変圧器)の絶縁特性低下については，保守

実績より も絶縁特性低下に影響を及ぼす要

因は，熱的劣化と考えられ，長期間の使用を

考慮すると絶縁特性が低下する可能性は否定

できない｡

ただし，絶縁抵抗測定を行うことで，絶縁特

性低下またはその兆候を確認できる｡

非常用C/C
限流ﾘｱｸﾄﾙおよび

絶縁支持板

高圧炉心ｽﾌﾟﾚｲ系C/C

直流C/C

SAC/C

絶縁支持板

ｺｲﾙ(変圧器)，限流ﾘｱｸﾄﾙおよび絶縁支持板の

絶縁特性低下については，現状の保全項目に

高経年化対策の観点から追加すべき項目はな

い｡引き続き，現状保全を継続していく｡
限流ﾘｱｸﾄﾙおよび絶縁支持板の絶縁特性低下に

ついては，絶縁支持板は屋内空調環境に設置

していることから塵埃付着の可能性は小さい

が，長期間の使用を考慮すると絶縁特性が低

下する可能性は否定できない｡

ただし，絶縁抵抗測定を行うことで，絶縁特

性低下またはその兆候を確認できる｡

ｺｲﾙ(変圧器)，限流ﾘｱｸﾄﾙおよび絶縁支持板の

絶縁特性低下については，定期的に絶縁抵抗

測定を実施し，有意な絶縁特性低下がないこ

とを確認している｡また，目視確認および清掃

を実施している｡

なお，点検で有意な絶縁特性低下が認められ

た場合は，補修または取替えを行うこととし

ている｡

ｺｲﾙ(変圧器)，限流ﾘｱｸﾄﾙおよび絶縁支持板に

ついては，絶縁特性が低下する可能性は否定

できないが，絶縁抵抗測定により検知可能で

あるため，引き続き現状保全を継続すること

で60年間の健全性は維持できると判断する。

ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ

2
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表 9(13/16) 代表機器以外の評価対象および技術評価の概要 

評価対象設備 評価対象機器 部位 健全性評価 現状保全 総合評価 高経年化への対応

固定子ｺｲﾙおよび

口出線･接続部品
高圧ﾎﾟﾝﾌﾟﾓｰﾀの評価と同様｡ 同左 同左 同左

回転子ｺｲﾙ

回転子ｺｲﾙの絶縁特性低下については，保守実

績より も絶縁特性低下に影響を及ぼす要因

は環境的劣化と考えられ，長期間の使用を考

慮すると絶縁特性が低下する可能性は否定で

きない｡

ただし，絶縁抵抗測定を行うことで，絶縁特

性低下またはその兆候を確認できる｡

回転子ｺｲﾙの絶縁特性低下については，定期的

に絶縁抵抗測定を実施し，有意な絶縁特性低

下がないことを確認している｡また，目視確認

および清掃を実施している｡

また，点検で有意な絶縁特性低下が認められ

た場合には，取替えを行うこととしている｡

回転子ｺｲﾙについては，絶縁特性が低下する

可能性は否定できないが，絶縁抵抗測定によ

り検知可能であるため，引き続き現状保全を

継続することで，60年間の健全性は維持でき

ると判断する｡

回転子ｺｲﾙの絶縁特性低下については，現状

の保全項目に高経年化対策の観点から追加す

べき項目はない｡引き続き，現状保全を継続

していく｡

励磁用可飽和変流

器，ﾘｱｸﾄﾙおよび

整流器用変圧器

励磁用可飽和変流器，整流器用変圧器およびﾘ

ｱｸﾄﾙの絶縁特性低下については，保守実績よ

り も絶縁特性低下に影響を及ぼす要因は環

境的劣化と考えられ，長期間の使用を考慮す

ると絶縁特性が低下する可能性は否定できな

い｡

ただし，絶縁抵抗測定および機能確認を行う

ことで，絶縁特性低下またはその兆候を確認

できる｡

励磁用可飽和変流器，整流器用変圧器およびﾘ

ｱｸﾄﾙの絶縁特性低下については，定期的に絶

縁抵抗測定および機能確認を実施し，異常が

ないことを確認している｡また，目視確認およ

び清掃を実施している｡

なお，点検で異常が認められた場合には，取

替えを行うこととしている｡

励磁用可飽和変流器，整流器用変圧器および

ﾘｱｸﾄﾙについては，絶縁特性が低下する可能

性は否定できないが，絶縁抵抗測定および機

能確認により検知可能であるため，引き続き

現状保全を継続することで，60年間の健全性

は維持できると判断する｡

励磁用可飽和変流器，整流器用変圧器および

ﾘｱｸﾄﾙの絶縁特性低下については，現状の保

全項目に高経年化対策の観点から追加すべき

項目はない｡引き続き，現状保全を継続して

いく｡

計器用変圧器

計器用変圧器の絶縁特性低下については，保

守実績より も絶縁特性低下に影響を及ぼす

要因は環境的劣化および熱的劣化と考えられ

る｡

計器用変圧器は屋内空調環境に設置している

ことから塵埃付着の可能性は小さい｡

しかし，計器用変圧器については，長期間の

使用を考慮すると絶縁特性が低下する可能性

は否定できない｡

ただし，絶縁抵抗測定を行うことで，絶縁特

性低下またはその兆候が確認できる｡

計器用変圧器の絶縁特性低下については，定

期的に絶縁抵抗測定を実施し，異常がないこ

とを確認している｡また，計器用変圧器につい

ては目視確認および清掃を実施している｡

なお，点検で異常が認められた場合は，取替

えを行うこととしている｡

計器用変圧器については，絶縁特性が低下す

る可能性は否定できないが，絶縁抵抗測定に

より検知可能である｡また，これまで定期的

に目視確認，清掃を行うことで異常は発生し

ていないことから，引き続き現状保全を継続

することで60年間の健全性は維持できると判

断する｡

計器用変圧器の絶縁特性低下については，現

状の保全項目に高経年化対策の観点から追加

すべき項目はない｡引き続き，現状保全を継

続していく｡

貫通形計器用変流

器

貫通形計器用変流器の絶縁特性低下について

は，保守実績より も絶縁特性低下に影響を

及ぼす要因は環境的劣化および熱的劣化と考

えられる｡

貫通形計器用変流器は屋内空調環境に設置し

ていることから塵埃付着の可能性は小さい｡

また，貫通形計器用変流器については，ｺｲﾙへ

の通電電流が少ないことから温度上昇はわず

かであり，熱的要因による劣化が進行する可

能性は小さい｡

なお，貫通形計器用変流器については，長期

間の使用を考慮すると絶縁特性が低下する可

能性は否定できないが，これまでの絶縁抵抗

測定で異常がないことを確認している。

また，定期的な絶縁抵抗測定および目視確認

を行うことで，絶縁特性低下が確認できる。

貫通形計器用変流器の絶縁特性低下について

は，定期的に絶縁抵抗測定および目視確認を

実施し，異常がないことを確認している｡

なお，点検で異常が認められた場合は，取替

えを行うこととしている｡

貫通形計器用変流器については，絶縁特性が

低下する可能性は否定できないが，絶縁抵抗

測定および目視確認により検知可能である｡

また，これまで定期的に絶縁抵抗測定，目視

確認，清掃を行うことで異常は発生していな

いことから，引き続き現状保全を継続するこ

とで60年間の健全性は維持できると判断す

る｡

貫通形計器用変流器の絶縁特性低下について

は，現状の保全項目に高経年化対策の観点か

ら追加すべき項目はない｡引き続き，現状保

全を継続していく｡

ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電設

備

非常用ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機

高圧炉心ｽﾌﾟﾚｲ系ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電

機

ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝ発電機
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表 9(14/16) 代表機器以外の評価対象および技術評価の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価対象設備 評価対象機器 部位 健全性評価 現状保全 総合評価 高経年化への対応

貫通形計器用変流

器

貫通形計器用変流器の絶縁特性低下について

は，保守実績より も絶縁特性低下に影響を

及ぼす要因は環境的劣化および熱的劣化と考

えられる｡

貫通形計器用変流器は屋内空調環境に設置し

ていることから塵埃付着の可能性は小さい｡

また，貫通形計器用変流器については，ｺｲﾙへ

の通電電流が少ないことから温度上昇はわず

かであり，熱的要因による劣化が進行する可

能性は小さい｡

なお，貫通形計器用変流器については，長期

間の使用を考慮すると絶縁特性が低下する可

能性は否定できないが，これまでの絶縁抵抗

測定で異常がないことを確認している。

また，定期的な絶縁抵抗測定および目視確認

を行うことで，絶縁特性低下が確認できる。

貫通形計器用変流器の絶縁特性低下について

は，定期的に絶縁抵抗測定および目視確認を

実施し，異常がないことを確認している｡

なお，点検で異常が認められた場合は，取替

えを行うこととしている｡

貫通形計器用変流器については，絶縁特性が

低下する可能性は否定できないが，絶縁抵抗

測定および目視確認により検知可能である｡

また，これまで定期的に絶縁抵抗測定，目視

確認，清掃を行うことで異常は発生していな

いことから，引き続き現状保全を継続するこ

とで60年間の健全性は維持できると判断す

る｡

貫通形計器用変流器の絶縁特性低下について

は，現状の保全項目に高経年化対策の観点か

ら追加すべき項目はない｡引き続き，現状保

全を継続していく｡

ｺｲﾙ(変圧器)

ｺｲﾙ(変圧器)の絶縁特性低下については，保守

実績より も絶縁特性低下に影響を及ぼす要

因は熱的劣化と考えられ，長期間の使用を考

慮すると絶縁特性が低下する可能性は否定で

きない｡

ただし，絶縁抵抗測定を行うことで，絶縁特

性低下またはその兆候を確認できる｡

ｺｲﾙ(変圧器)の絶縁特性低下については，定期

的に絶縁抵抗測定を実施し，有意な絶縁特性

低下がないことを確認している｡また，目視確

認および清掃を実施している｡

なお，点検で有意な絶縁特性低下が認められ

た場合は，取替えを行うこととしている｡

ｺｲﾙ(変圧器)については，絶縁特性が低下す

る可能性は否定できないが，絶縁抵抗測定に

より検知可能であるため，引き続き現状保全

を継続することで，60年間の健全性は維持で

きると判断する｡

ｺｲﾙ(変圧器)の絶縁特性低下については，現

状の保全項目に高経年化対策の観点から追加

すべき項目はない｡引き続き，現状保全を継

続していく｡

ﾊﾞｲﾀﾙ電源用

CVCF

計装用無停電交流電源装置

緊急時対策所無停電交流電源

装置

2
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表 9(15/16) 代表機器以外の評価対象および技術評価の概要 

評価対象設備 評価対象機器 部位 健全性評価 現状保全 総合評価 高経年化への対応

230V系充電器盤

115V系充電器

高圧炉心ｽﾌﾟﾚｲ系充電器

原子炉中性子計装用充電器

ｺｲﾙ(変圧器)

ｺｲﾙ(変圧器)の絶縁特性低下については，保守

実績より も絶縁特性低下に影響を及ぼす要

因は熱的劣化と考えられ，長期間の使用を考

慮すると絶縁特性が低下する可能性は否定で

きない｡

ただし，絶縁抵抗測定を行うことで，絶縁特

性低下またはその兆候を確認できる｡

ｺｲﾙ(変圧器)の絶縁特性低下については，定期

的に絶縁抵抗測定を実施し，有意な絶縁特性

低下がないことを確認することとしている｡ま

た，目視確認および清掃を実施することとし

ている｡

なお，点検で有意な絶縁特性低下が認められ

た場合は，補修または取替えを行うこととし

ている｡

ｺｲﾙ(変圧器)の絶縁特性が低下する可能性は

否定できないが，絶縁抵抗測定により検知可

能であるため，引き続き現状保全を継続する

ことで，60年間の健全性は維持できると判断

する｡

ｺｲﾙ(変圧器)の絶縁特性低下については，現

状の保全項目に高経年化対策の観点から追加

すべき項目はない｡引き続き，現状保全を継

続していく｡

230V系充電器盤

115V系充電器

高圧炉心ｽﾌﾟﾚｲ系充電器

計器用変圧器

計器用変圧器の絶縁特性低下については，保

守実績より も絶縁特性低下に影響を及ぼす

要因は環境的劣化と考えられる｡

計器用変圧器は屋内空調環境に設置している

ことから塵埃付着の可能性は小さいが，長期

間の使用を考慮すると絶縁特性が低下する可

能性は否定できない｡

ただし，絶縁抵抗測定を行うことで，絶縁特

性低下またはその兆候が確認できる｡

計器用変圧器の絶縁特性低下については，定

期的に絶縁抵抗測定を実施し，異常がないこ

とを確認することとしている｡また，目視確認

および清掃を実施することとしている｡

なお，点検で有意な絶縁特性低下が認められ

た場合は，取替えを行うこととしている｡

計器用変圧器については，絶縁特性が低下す

る可能性は否定できないが，絶縁抵抗測定に

より検知可能であるため，引き続き現状保全

を継続することで60年間の健全性は維持でき

ると判断する｡

計器用変圧器の絶縁特性低下については，現

状の保全項目に高経年化対策の観点から追加

すべき項目はない｡引き続き，現状保全を継

続していく｡

ｺｲﾙ

ｺｲﾙの絶縁特性低下については，保守実績より

も絶縁特性低下に影響を及ぼす要因は熱的

劣化と考えられ，長期間の使用を考慮すると

絶縁特性が低下する可能性は否定できない｡

ただし，絶縁抵抗測定を行うことで，絶縁特

性低下またはその兆候を確認できる｡

ｺｲﾙの絶縁特性低下については，定期的に絶縁

抵抗測定を実施し，有意な絶縁特性低下がな

いことを確認している｡また，目視確認および

清掃を実施している｡

なお，点検で有意な絶縁特性低下が認められ

た場合は，補修または取替えを行うこととし

ている｡

ｺｲﾙについては，絶縁特性が低下する可能性

は否定できないが，絶縁抵抗測定により検知

可能であるため，引き続き現状保全を継続す

ることで，60年間の健全性は維持できると判

断する｡

ｺｲﾙの絶縁特性低下については，現状の保全

項目に高経年化対策の観点から追加すべき項

目はない｡引き続き，現状保全を継続してい

く｡

ﾀﾞｸﾄｽﾍﾟｰｻ

ﾀﾞｸﾄｽﾍﾟｰｻの絶縁特性低下については，保守実

績より も絶縁特性低下に影響を及ぼす要因

は環境劣化と考えられ，長期間の使用を考慮

すると絶縁特性が低下する可能性は否定でき

ない｡

ただし，絶縁抵抗測定を行うことで，絶縁特

性低下またはその兆候を確認できる｡

ﾀﾞｸﾄｽﾍﾟｰｻの絶縁特性低下については，定期的

に絶縁抵抗測定を実施し，有意な絶縁特性低

下がないことを確認している｡また，目視確認

および清掃を実施している｡

なお，点検で有意な絶縁特性低下が認められ

た場合は，補修または取替えを行うこととし

ている｡

ﾀﾞｸﾄｽﾍﾟｰｻについては，絶縁特性が低下する

可能性は否定できないが，絶縁抵抗測定によ

り検知可能であるため，引き続き現状保全を

継続することで，60年間の健全性は維持でき

ると判断する｡

ﾀﾞｸﾄｽﾍﾟｰｻの絶縁特性低下については，現状

の保全項目に高経年化対策の観点から追加す

べき項目はない｡引き続き，現状保全を継続

していく｡

支持碍子

支持碍子の絶縁特性低下については，保守実

績より も絶縁特性低下に影響を及ぼす要因

は環境的劣化と考えられ，長期間の使用を考

慮すると絶縁特性が低下する可能性は否定で

きない｡

ただし，絶縁抵抗測定を行うことで，絶縁特

性低下またはその兆候を確認できる｡

支持碍子の絶縁特性低下については，定期的

に絶縁抵抗測定を実施し，有意な絶縁特性低

下がないことを確認している｡また，目視確認

および清掃を実施している｡

なお，点検で有意な絶縁特性低下が認められ

た場合は，取替えを行うこととしている｡

支持碍子については，絶縁特性が低下する可

能性は否定できないが，絶縁抵抗測定により

検知可能であるため，引き続き現状保全を継

続することで，60年間の健全性は維持できる

と判断する｡

支持碍子の絶縁特性低下については，現状の

保全項目に高経年化対策上の観点から追加す

べき項目はない｡引き続き，現状保全を継続

していく｡

計装用変圧器 計装用変圧器

直流電源設備

2
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表 9(16/16) 代表機器以外の評価対象および技術評価の概要 

 

評価対象設備 評価対象機器 部位 健全性評価 現状保全 総合評価 高経年化への対応

230V系直流盤

緊急時対策所低圧受電盤

ﾒﾀｸﾗ切替盤

緊急用ﾒﾀｸﾗ接続ﾌﾟﾗｸﾞ盤

緊急時対策所発電機接続ﾌﾟﾗ

ｸﾞ盤

支持碍子

支持碍子の絶縁特性低下については，保守実

績より も絶縁特性低下に影響を及ぼす要因

は環境的劣化と考えられ，長期間の使用を考

慮すると絶縁特性が低下する可能性は否定で

きない｡

ただし，絶縁抵抗測定を行うことで，絶縁特

性低下またはその兆候を確認できる｡

支持碍子の絶縁特性低下については，定期的

に絶縁抵抗測定を実施し，有意な絶縁特性低

下がないことを確認している｡また，目視確認

および清掃を実施している｡

なお，点検で有意な絶縁特性低下が認められ

た場合は，取替えを行うこととしている｡

支持碍子については，絶縁特性が低下する可

能性は否定できないが，絶縁抵抗測定により

検知可能であるため，引き続き現状保全を継

続することで，60年間の健全性は維持できる

と判断する｡

支持碍子の絶縁特性低下については，現状の

保全項目に高経年化対策上の観点から追加す

べき項目はない｡引き続き，現状保全を継続

していく｡

緊急時対策所低圧母線盤

緊急時対策所低圧受電盤
ｺｲﾙ

ｺｲﾙの絶縁特性低下については，保守実績より

も絶縁特性低下に影響を及ぼす要因は熱的

劣化と考えられ，長期間の使用を考慮すると

絶縁特性が低下する可能性は否定できない｡

ただし，絶縁抵抗測定を行うことで，絶縁特

性低下またはその兆候を確認できる｡

ｺｲﾙの絶縁特性低下については，定期的に絶縁

抵抗測定を実施し，有意な絶縁特性低下がな

いことを確認している｡また，目視確認および

清掃を実施している｡

なお，点検で有意な絶縁特性低下が認められ

た場合は，補修または取替えを行うこととし

ている｡

ｺｲﾙについては，絶縁特性が低下する可能性

は否定できないが，絶縁抵抗測定により検知

可能であるため，引き続き現状保全を継続す

ることで，60年間の健全性は維持できると判

断する｡

ｺｲﾙの絶縁特性低下については，現状の保全

項目に高経年化対策の観点から追加すべき項

目はない｡引き続き，現状保全を継続してい

く｡

緊急時対策所低圧母線盤

緊急時対策所低圧受電盤
計器用変圧器

計器用変圧器の絶縁特性低下については，保

守実績より も絶縁特性低下に影響を及ぼす

要因は環境的劣化と考えられる｡

計器用変圧器は屋内空調環境に設置している

ことから塵埃付着の可能性は小さいが，長期

間の使用を考慮すると絶縁特性が低下する可

能性は否定できない｡

ただし，絶縁抵抗測定を行うことで，絶縁特

性低下またはその兆候が確認できる｡

計器用変圧器の絶縁特性低下については，定

期的に絶縁抵抗測定を実施し，異常がないこ

とを確認することとしている｡また，目視確認

および清掃を実施することとしている｡

なお，点検で有意な絶縁特性低下が認められ

た場合は，取替えを行うこととしている｡

計器用変圧器については，絶縁特性が低下す

る可能性は否定できないが，絶縁抵抗測定に

より検知可能であるため，引き続き現状保全

を継続することで60年間の健全性は維持でき

ると判断する｡

計器用変圧器の絶縁特性低下については，現

状の保全項目に高経年化対策の観点から追加

すべき項目はない｡引き続き，現状保全を継

続していく｡

計装用分電盤

および配電盤

3
0 
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6．まとめ 

(1) 審査ガイド等記載事項に対する確認結果

「2.基本方針」で示した審査ガイド等記載事項に対して，高経年化技術評価を適切に実施

していることを確認した。電気・計装設備の絶縁特性低下についての審査ガイド等記載事項

との対比を表 10 に示す。 

表 10(1/2) 電気・計装設備の絶縁特性低下についての審査ガイド等記載事項との対比 

ｶﾞｲﾄﾞ 記載事項 技術評価結果 

実用発電用原

子炉施設にお

ける高経年化

対策審査ｶﾞｲﾄﾞ 

3．高経年化技術評価等の審査の視

点・着眼点 

(1) 高経年化技術評価の審査

⑫健全性の評価

実施ｶﾞｲﾄﾞ 3.1⑤に規定する期間

の満了日までの期間について、高

経年化対策上着目すべき経年劣化

事象の発生又は進展に係る健全性

を評価していることを審査する。 

⑬現状保全の評価

健全性評価結果から現状の保全

策の妥当性が評価されていること

を審査する。 

⑭追加保全策の抽出

現状保全の評価結果から、現状

保全に追加する必要のある新たな

保全策が抽出されていることを審

査する。 

(2) 長期施設管理方針の審査

①長期施設管理方針の策定

すべての追加保全策について長

期施設管理方針として策定されて

いるかを審査する。 

「4.代表機器の技術評価」および「5.

代表機器以外の技術評価」に示すとお

り，各電気・計装設備に応じた健全性評

価を実施した。 

「4.1(3) 現状保全」，「4.2(2) 現状保

全」および「5.代表機器以外の技術評価」

に示すとおり，現状保全の評価結果か

ら，現状の保全策が妥当であることを確

認した。 

 「4.1(5) 高経年化への対応」，「に示

すとおり，施設管理に関する方針（長期

施設管理方針）に，長期健全性評価結果

から得られた評価期間を経過するまで

に取替え，または実機同等品を用いて，

60 年間の通常運転および事故時雰囲気

による劣化を考慮した事故時耐環境性

能に関する再評価を実施することを記

載した。 
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表 10(2/2) 電気・計装設備の絶縁特性低下についての審査ガイド等記載事項との対比 

ｶﾞｲﾄﾞ 記載事項 技術評価結果 

実用発電用原

子炉施設にお

ける高経年化

対策実施ｶﾞｲﾄﾞ 

3.1 高経年化技術評価の実施及び

見直し 

高経年化技術評価の実施及び見直

しに当たっては、以下の要求事項

を満たすこと。 

⑤抽出された高経年化対策上着目

すべき経年劣化事象について、

以下に規定する期間の満了日ま

での期間について機器・構造物

の健全性評価を行うとともに、

必要に応じ現状の施設管理に追

加すべき保全策（以下「追加保

全策」という。）を抽出すること。 

ｲ 実用炉規則第 82 条第 1 項の

規定に基づく高経年化技術評価

ﾌﾟﾗﾝﾄの運転を開始した日から

60 年間

3.2 長期施設管理方針の策定及び

変更 

長期施設管理方針の策定及び変

更に当たっては、以下の要求事

項を満たすこと。 

①高経年化技術評価の結果抽出さ

れた全ての追加保全策（発電用

原子炉の運転を断続的に行うこ

とを前提として抽出されたもの

及び冷温停止状態が維持される

ことを前提として抽出されたも

のの全て。）について、発電用原

子炉ごとに、施設管理の項目及

び当該項目ごとの実施時期を規

定した長期施設管理方針を策定

すること。

なお、高経年化技術評価の結

果抽出された追加保全策につい

て、発電用原子炉の運転を断続

的に行うことを前提とした評価

から抽出されたものと冷温停止

状態が維持されることを前提と

した評価から抽出されたものの

間で、その対象の経年劣化事象

及び機器・構造物の部位が重複

するものについては、双方の追

加保全策を踏まえた保守的な長

期施設管理方針を策定するこ

と。 

「4.1(5) 高経年化への対応」，に示す

とおり，施設管理に関する方針（長期施

設管理方針）に，長期健全性評価結果か

ら得られた評価期間を経過するまでに

取替え，または実機同等品を用いて，60

年間の通常運転および事故時雰囲気に

よる劣化を考慮した事故時耐環境性能

に関する再評価を実施することを記載

した。 
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(2) 施設管理に関する方針として策定する事項 

島根原子力発電所２号炉の運転開始後 30 年目以降の 10 年間で実施すべき，電気・計装設

備の新たな保全項目を表 11 に示す。当該方針を長期施設管理方針として「島根原子力発電所

原子炉施設保安規定」に定め，確実に実施していく。 

 

表 11 電気・計装設備の長期施設管理方針 

No. 施設管理に関する方針 実施時期 

1 

事故時雰囲気内で機能要求されるｹｰﾌﾞﾙ※2の絶縁特性低下については，

評価寿命までの取替または型式等が同一の実機同等品を用いて60年間

の通常運転および事故時雰囲気による劣化を考慮した事故時耐環境性

能に関する再評価を実施する。 

 

中長期※1 

※1：実施時期については，平成 31 年 2 月 10 日からの 5年間を「短期」，平成 31 年 2 月 10 日

からの 10 年間を「中長期」とする。 

※2：難燃 PN ケーブル 
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7．添付資料 

添付-1 難燃 PN ケーブルの構造について 

添付-2 難燃 PN ケーブルの長期健全性試験における評価期間について 

添付-3 難燃 PN ケーブルの長期健全性試験条件の事故時条件（設計基準事故時）の包絡性につ

いて 

添付-4 原子炉格納容器内の難燃 PN ケーブルの環境条件について 

添付-5 電気ペネトレーションの構造について 

添付-6 電気ペネトレーションの熱サイクル試験について 

添付-7 電気ペネトレーションの長期健全性試験における評価期間について 

添付-8 電気ペネトレーションの長期健全性試験条件の事故時条件の包絡性について 

添付-9 電気ペネトレーションの取替実績について 

添付-10 電気ペネトレーションの長期健全性試験条件の事故時条件（重大事故等時）について 

添付-11 電気ペネトレーションの重大事故等時の環境下における計器誤差について 
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タイトル 難燃 PN ケーブルの構造について 

説  明 

難燃 PN ケーブルの構造は以下のとおり。 

No. 部  位 材  料 

① 導体 錫ﾒｯｷ軟銅より線 

② 絶縁体 難燃ｴﾁﾚﾝﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝｺﾞﾑ 

③ 介在物 難燃ｺﾞﾑ，ｼﾞｭｰﾄ 

④ 押さえﾃｰﾌﾟ ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾃｰﾌﾟ

⑤ ｼｰｽ 特殊ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ 

以 上 

①

⑤

④

③

②

添付-1 
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タイトル 難燃 PN ケーブルの長期健全性試験における評価期間について 

説  明 

難燃 PN ケーブルの加速熱劣化における実環境年数の算定はケーブルの絶縁材の

活性化エネルギーを用いてアレニウスの式により算出している。加速熱劣化条件は

60 年間の通常運転期間を包絡している。 

ln 𝑡2 ln 𝑡1  
𝐸
𝑅

1
𝑇2

1
𝑇1

t1：実環境年数 ：60 年以上（740,278 時間） 

t2：加速時間 ：459 時間 

T1：実環境温度 ：336 K（＝63℃） 

T2：加速温度 ：394 K（＝121℃） 

R ：気体定数 ：1.98721×10-3 kcal/mol・K 

E ：活性化エネルギー：     kcal/mol 

（難燃エチレンプロピレンゴム／メーカ提示値） 

以 上 

添付-2 
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タイトル
難燃 PN ケーブルの長期健全性試験条件の事故時条件（設計基準事故時）の包絡性

について 

説  明 

長期健全性試験における事故時雰囲気曝露試験条件と設計基準事故時条件およ

びそれらを比較した結果を示す。 

事故時雰囲気曝露試験の試験条件は，設計基準事故時条件を包絡している。 

条件 66℃換算時間 合計 

事故時雰囲気 

曝露試験条件 

768,172 時間 1,299,590 時間 

146,396 時間 

77,758 時間 

307,264 時間 

設計基準事故

時条件※ 

384,087 時間 656,808 時間 

146,397 時間 

20,753 時間 

105,571 時間 

活性化エネルギー：  kcal/mol（難燃エチレンプロピレンゴム／メーカ提示

値） 

※：設計基準事故時における原子炉格納容器内の環境条件設計値 

島根２号炉 格納容器内設計基準事故時条件 

添付-3 
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難燃 PN ケーブル 事故時雰囲気曝露試験条件 

以 上 
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タイトル 原子炉格納容器内の難燃 PN ケーブルの環境条件について 

説  明 

設計基準事故時雰囲気で機能要求のある難燃 PN ケーブルの布設箇所の環境条件

は下記の通り。 

【通常運転時周囲温度】 

原子炉格納容器内の安全機能を有するケーブルの布設環境等の調査により測定

した 92 箇所の中から平均温度の一番高い箇所は，原子炉格納容器内 EL.23.8 m

（No.69/62.3 ℃）であったため，当該測定値に 1％の保守性を考慮した 63℃に設

定した。 

【通常運転時放射線量率】 

原子炉格納容器内の安全機能を有するケーブルの布設環境等の調査により測定

した 92 箇所の中で平均線量率の一番高かった箇所は，原子炉格納容器内 EL.23.8 m

（No.72/0.1520 Gy/h）であったため，有効数字 2 桁に切り上げた 0.16 Gy/h に設

定した。 

ただし，ACA ガイドによる健全性評価は実測値である 0.1520 Gy/h を用いて評価

した。 

通常運転時 設計基準事故時※ 

周囲温度 63℃ 171℃（ 高） 

高圧力 14kPa 0.427MPa 

放射線 1.6×10-1 Gy/h（ 大） 2.7×105 Gy（ 大積算値）

※：設計基準事故時における原子炉格納容器内の環境条件設計値 

以 上 

添付-4 
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タイトル 電気ペネトレーションの構造について 

説  明 

電気ペネトレーションの構造は以下のとおり 

No. 部  位 材  料 

① 同軸ｹｰﾌﾞﾙ／電線 銅，絶縁物（難燃架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ） 

② 気密同軸導体／導体 銅 

③ 接続子 銅，銅合金，ｸﾛﾒﾙ，ｺﾝｽﾀﾝﾀﾝ，ｱﾙﾒﾙ 

④ ｼｰﾙ材 ｴﾎﾟｷｼ樹脂

⑤ ｽﾘｰﾌﾞ 炭素鋼（STS42） 

⑥ ｱﾀﾞﾌﾟﾀ 炭素鋼（STS42） 

⑦ ﾍｯﾀﾞ ｽﾃﾝﾚｽ鋼（SUS304）

⑧ ﾓｼﾞｭｰﾙﾎﾞﾃﾞｨ ｽﾃﾝﾚｽ鋼（SUS304TP）

⑨ O ﾘﾝｸﾞ ｴﾁﾚﾝﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝｺﾞﾑ

⑩ 取付ﾎﾞﾙﾄ ﾃﾝﾚｽ鋼（SUS304）

以 上 

添付-5 
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タイトル 電気ペネトレーションの熱サイクル試験について 

説  明 

 

電気ペネトレーションの熱サイクル試験回数は，60 年相当で 回以上を想定

している。 

島根２号炉の 30 年運転までの実績に基づく過渡回数は 36 回であり，試験回数の

回に包絡される。 

60 年運転を想定した場合の推定過渡回数は 111 回であり，試験回数の 回に

包絡される。 

 

以 上 

  

添付-6 
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タイトル 電気ペネトレーションの長期健全性試験における評価期間について 

説  明 

 

電気ペネトレーションのシール材および同軸ケーブル・電線の加速熱劣化におけ

る実環境年数の算定は，シール材及び同軸ケーブル・電線の活性化エネルギー値を

用いてアレニウスの式により算出している。 

 島根２号炉に設置されている低圧用および電気ペネトレーションは 60 年の運

転を想定した期間を包絡している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【電気ペネトレーション シール材】 

  t1：実環境年数 ： 60 年以上  時間） 

  t2：加速時間  ： 2,697 時間 

T1：実環境温度 ： 323 K （＝50 ℃※1）     

T2：加速温度  ： 388 K （＝115 ℃） 

  R：気体定数  ： 1.98721×10-3 kcal/mol・K   

 E：活性化エネルギー ：   kcal/mol  

            （エポキシ樹脂/メーカ提示値※2） 

 

【電気ペネトレーション 同軸ケーブル・電線】 

 t1：実環境年数 ： 60 年以上（ 時間） 

 t2：加速時間  ： 2,697 時間 

T1：実環境温度 ： 323 K （＝50 ℃※1）     

T2：加速温度  ： 388 K （＝115 ℃） 

  R：気体定数  ： 1.98721×10-3 kcal/mol・K   

 E：活性化エネルギー ：    kcal/mol  

            （難燃架橋ポリエチレン/メーカ提示値） 

※1：原子炉格納容器内で電気ペネトレーションが設置されている区域の実測値 

※2：活性化エネルギー取得試験結果のうち 115-135℃の活性化エネルギー値 

 

以 上 

  

添付-7 

ln 𝑡2 ln 𝑡1  
𝐸
𝑅

1
𝑇2

1
𝑇1

 

   t1：実環境年数    t2：加速時間 

  T1：実環境温度    T2：加速温度 

   R：気体定数      E：活性化エネルギー 
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タイトル 電気ペネトレーションの長期健全性試験条件の事故時条件の包絡性について 

説  明 

長期健全性試験における事故時雰囲気曝露試験条件と事故時条件およびそれら

を比較した結果を示す。 

事故時雰囲気曝露試験条件は，事故時条件を包絡している。 

【核計装用電気ペネトレーション シール材】 

条件 94℃換算時間 合計 

事故時雰囲気 

曝露試験条件 

1,099 時間 
3,182 時間 

2,083 時間 

設計基準 

事故時条件※1 

367 時間 

3,077 時間 
205 時間 

129 時間 

2,376 時間 

重大事故等時 

条件※2 
123 時間 123 時間 

活性化エネルギー ：   kcal/mol （エポキシ樹脂/メーカ提示値） 

【核計装用電気ペネトレーション 同軸ケーブル・電線】 

条件 94℃換算時間 合計 

事故時雰囲気 

曝露試験条件 

25,323 時間 
32,519 時間 

7,196 時間 

設計基準 

事故時条件※1 

8,442 時間 

14,508 時間 
3,227 時間 

463 時間 

2,376 時間 

重大事故等時 

条件※2 
2,814 時間 2,814 時間 

活性化エネルギー ：    kcal/mol （難燃架橋ポリエチレン/メーカ提示値） 

※1：設計基準事故時における原子炉格納容器内の環境条件設計値

※2：重大事故等時における原子炉格納容器内のモジュール型核計装用電気ペネ

トレーションの動作要求期間が重大事故等時初期のみであることを考慮し

た環境条件設計値（添付-10 参照） 

添付-8 
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島根２号炉 格納容器内設計基準事故時条件 

核計装用電気ペネトレーション 事故時雰囲気曝露試験条件 

以 上 
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タイトル 電気ペネトレーションの取替実績について 

説  明 

電気ペネトレーションの取替実績は以下のとおり。 

・ 対象ペネ：X-102E 制御用

・ 取替時期：1994 年（第 4回定期検査）

・ 取替理由：原子炉格納容器設置機器の仕様変更に伴うモジュール仕様変更

・ 対象ペネ：X-105D 中性子計装用

・ 取替時期：1998 年（第 7回定期検査）

・ 取替理由：予防保全のため

・ 対象ペネ：X-102E 制御用

・ 取替時期：2002 年（第 10 回定期検査）

・ 取替理由：原子炉格納容器設置機器の仕様変更に伴うモジュール仕様変更

・ 対象ペネ：X-105A～D 中性子計装用

・ 取替時期：2004 年（第 12 回定期検査）

・ 取替理由：予防保全のため

・ 対象ペネ：X-104A(G)※，X-104B(G)※ 制御計測用

・ 取替時期：2023 年（第 17 回定期事業者検査）

・ 取替理由：接続機器の重大事故等時の動作要求を満たすため，モジュール型

制御計測用高耐熱電気ペネトレーションへ取替 

・ 対象ペネ：X-103A(E)※，X-103B(G)※，X-300A(A)※，X-300B(A)※ 計測用

・ 取替時期：2023 年（第 17 回定期事業者検査）

・ 取替理由：接続機器の重大事故等時の動作要求を満たすため，モジュール型

計測用 MI 電気ペネトレーションへ取替 

※：既設ペネトレーションの()に該当するモジュールを新規に取替えることを 

示す。 

以 上 

添付-9 
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タイトル
電気ペネトレーションの長期健全性試験条件の事故時条件（重大事故等時）につい

て 

説  明 

 電気ペネトレーションの長期健全性試験条件の事故時条件（重大事故等時）に

ついては，重大事故等時における原子炉格納容器内のモジュール型核計装用電気

ペネトレーションの動作要求期間が重大事故等時初期のみであることを考慮し

た環境条件設計値としており，詳細は以下のとおりである。 

【モジュール型核計装用電気ペネトレーションの動作要求期間と 高温度】 

モジュール型核計装用電気ペネトレーションの接続機器は，中性子源領域計装

等であり，中性子源領域計装等は，重大事故等時のシナリオとして過圧過温（大

破断 LOCA）時，原子炉停止機能喪失（ATWS）時等に機能要求がある。 

それぞれのシナリオにおける動作要求期間と 高温度は，以下のとおりであ

り，設計基準事故時の条件（171℃）に包絡される。 

重大事故等時のシナリオ 動作要求期間 高温度 

TQUV 10 分以下 145℃以下 

TQUX 10 分以下 145℃以下 

長期 TB 10 分以下 145℃以下 

TBU 10 分以下 145℃以下 

TBP 10 分以下 145℃以下 

TW（取水機能喪失） 10 分以下 145℃以下 

TW（RHR 故障） 10 分以下 145℃以下 

原子炉停止機能喪失（ATWS） 約 1時間 145℃以下 

小破断 LOCA 10 分以下 145℃以下 

中破断 LOCA 10 分以下 145℃以下 

ISLOCA 10 分以下 145℃以下 

過圧過温（大破断 LOCA） 1 分以下 171℃以下 

HPME/DCH 10 分以下 145℃以下 

添付-10 



47 

【重大事故等時の条件】 

重大事故等時（ATWS を除く）条件 

重大事故等時（ATWS）条件※ 

※ 原子炉停止機能喪失（ATWS）では，逃がし安全弁を通して蒸気がサプレッショ

ン・プールに放出され，サプレッション・プール圧力が上昇し，その後，真空

破壊弁が開放し格納容器内の温度が上昇するため，格納容器内温度は保守的に

常にプール水温度と同じと仮定している。 

以 上 
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タイ

トル
電気ペネトレーションの重大事故等時の環境下における計器誤差について 

説 

明 

 NRA 技術報告｢重大事故環境下におけるケーブルの絶縁特性の分析｣（NTEC-2019-1002）

において，高温蒸気環境下においてケーブルの絶縁抵抗が低下することが示されている。 

電気ペネトレーションについても，モジュール本体と外部リードケーブル等から構成

されるため，高温蒸気環境下において同様に絶縁抵抗低下の可能性があると考えられる。 

しかし，電気ペネトレーションの重大事故等時の環境下における計器誤差については，

ATENA が実機プラントへの影響を調査し，NRA 技術報告内容と事業者試験を踏まえた確認

結果を「第 3回／第 4回経年劣化管理に係る ATENA との実務レベルの技術的意見交換会

（令和 2 年 5 月 22 日／6 月 1 日）」にて報告した計器誤差を生じないための必要な絶縁

抵抗値（1×106Ω）を満足することを確認している。 

以下，蒸気曝露試験中における絶縁抵抗測定実績を示す。 

【蒸気曝露試験中の絶縁抵抗測定実績】 

絶縁抵抗測定箇所 
蒸気曝露試験中の絶縁抵抗測定結果[Ω] 

試験開始前 試験時 

導体－グランド間 4.0×1012 7.1×106 

隣接内部導体間 1.6×1013 2.1×108 

内部導体－外部導体間 1.6×1013 2.4×109 

以 上 
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別紙 8-1 

別紙 8．電気・計装設備の評価（共通項目）について 



別紙 8-2 

タイトル 電気設備評価対象機器の製造メーカ，型式等について 

説  明 

 電気設備の主な技術評価対象機器の代表機器の製造メーカ，型式等を以下に

示す。 

評価設備 代表機器 型式 製造メーカ 

高圧ﾎﾟﾝﾌﾟﾓｰﾀ 
残留熱除去ﾎﾟﾝ

ﾌﾟﾓｰﾀ
開放型三相誘導電動機 

電気ﾍﾟﾈﾄﾚｰｼｮﾝ 

核計装用電気ﾍﾟ

ﾈﾄﾚｰｼｮﾝ

ﾓｼﾞｭｰﾙ型
高圧動力用電気

ﾍﾟﾈﾄﾚｰｼｮﾝ

高耐熱電気ﾍﾟﾈﾄ

ﾚｰｼｮﾝ

電動弁駆動部 

残留熱除去系炉

水入口内側隔離

弁用駆動部 

SB-4D 

原子炉隔離時冷

却系ﾀｰﾋﾞﾝ排気

隔離弁用駆動部 

SB-00D 

高圧ｹｰﾌﾞﾙ 
高圧難燃 CV ｹｰ

ﾌﾞﾙ

架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 難燃特

殊耐熱ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ 

低圧ｹｰﾌﾞﾙ 

KGB ｹｰﾌﾞﾙ 
ｼﾘｺ-ﾝｺﾞﾑ絶縁ｶﾞﾗｽ編組ｹｰ

ﾌﾞﾙ

難燃 PN ｹｰﾌﾞﾙ 
難燃ｴﾁﾚﾝﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝｺﾞﾑ絶縁 

特殊ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ 

難燃 CV ｹｰﾌﾞﾙ 
難燃架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 難

燃特殊耐熱ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ 

難燃 FN ｹｰﾌﾞﾙ 
難燃ﾌﾛﾝﾚｯｸｽ絶縁 特殊ｸﾛ

ﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ

同軸ｹｰﾌﾞﾙ 
難燃三重同軸ｹｰ

ﾌﾞﾙ

架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 難燃架

橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ 

ｹｰﾌﾞﾙ接続部

端子台接続 TNR 

直ｼﾞｮｲﾝﾄ接続 － 

電動弁ｺﾈｸﾀ接続 NZD 

同軸ｺﾈｸﾀ接続 LEMO 

以 上 
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別紙 8-3 

タイトル 長期健全性評価結果にて得られた設備の評価期間の対応管理について 

説  明 

長期健全性評価結果にて評価期間が 60 年以内となった設備については，得

られた評価期間に至る前に取替を実施する。 

取替の対応については，保全プログラムシステム内の点検計画等への反映・

登録を行い管理していく。 

【ケーブル】 

対象設備 評価期間 備考 

難燃 PN ｹｰﾌﾞﾙ 

37 年 

原子炉格納容器内環境温度 63℃のｴ

ﾘｱに敷設されている設計基準事故

時に動作要求の有るｹｰﾌﾞﾙ。 

難燃 CV ｹｰﾌﾞﾙ 

47 年 

原子炉浄化系熱交換器室環境温度

50℃のｴﾘｱに敷設されている事故時

に動作要求の有るｹｰﾌﾞﾙ。 

【ケーブル接続部】 

対象設備 評価期間 備考 

端子台接続（原子炉格納

容器内仕様） 25 年 

原子炉格納容器内環境温度 63℃のｴ

ﾘｱに敷設されている事故時に動作

要求の有る端子台接続。 

【計測装置】 

対象設備 評価期間 備考 

圧力伝送器および差圧

伝送器 
20 年 

原子炉建物内環境温度 40℃のｴﾘｱに

敷設されている事故時に動作要求

の有る圧力伝送器および差圧伝送

器。 

水位検出器（ﾌﾛｰﾄ式） 

27 年 

原子炉建物内環境温度 40℃のｴﾘｱに

敷設されている設計基準事故時に

動作要求の有る水位検出器（ﾌﾛｰﾄ

式）のｶﾞｽｹｯﾄおよび O ﾘﾝｸﾞ。 

SRMおよびIRM前置増幅

器 
10 年 

原子炉建物内環境温度 40℃のｴﾘｱに

敷設されている事故時に動作要求

の有るSRMおよびIRM前置増幅器の

盤のﾊﾟｯｷﾝ。 

以 上 

別紙 8．2） 



別紙 8-4 

タイトル 電気・計装設備評価対象機器の保全項目，判定基準および点検頻度について 

説  明 

主な電気・計装設備の保全項目，判定基準及び点検頻度については，添付「電

気設備の保全項目，判定基準及び点検頻度」のとおり。 

以 上 
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評価対象設備 評価対象機器 部位 保全項目(作業内容) 判定基準 点検頻度 備考

ﾎﾟﾝﾌﾟ ほう酸水注入ﾎﾟﾝﾌﾟ
潤滑油ﾕﾆｯﾄ(ﾎﾟﾝﾌﾟﾓｰﾀ)の固定
子および口出線･接続部品

絶縁抵抗測定 2C

絶縁抵抗測定 1C

絶縁抵抗測定(絶縁診
断)

3C,4C

直流吸収試験 3C,4C

交流電流試験 3C,4C

耐電圧試験 3C,4C

誘電正接試験 3C,4C

部分放電試験 3C,4C

高圧炉心ｽﾌﾟﾚｲ補機海水ﾎﾟﾝﾌﾟ
ﾓｰﾀ

絶縁抵抗測定 1C

ほう酸水注入ﾎﾟﾝﾌﾟﾓｰﾀ 絶縁抵抗測定 2C

電気設備の保全項目，判定基準及び点検頻度

固定子ｺｲﾙおよび口出線･接続
部品

固定子ｺｲﾙおよび口出線･接続
部品

原子炉補機海水ﾎﾟﾝﾌﾟﾓｰﾀ
原子炉補機冷却水ﾎﾟﾝﾌﾟﾓｰﾀ

高圧ﾎﾟﾝﾌﾟﾓｰﾀ

低圧ﾎﾟﾝﾌﾟﾓｰﾀ

別紙8.2)-2
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評価対象設備 評価対象機器 部位 保全項目(作業内容) 判定基準 点検頻度 備考

ﾓｼﾞｭｰﾙ型核計装用電気ﾍﾟﾈﾄﾚ-
ｼｮﾝ

ｼｰﾙ材および同軸ｹｰﾌﾞﾙ･電線 絶縁抵抗測定
接続機器の点検周
期に合わせて実施

絶縁抵抗の判定値
は接続機器による

ﾓｼﾞｭｰﾙ型高圧動力用電気ﾍﾟﾈﾄ
ﾚ-ｼｮﾝ

ｼｰﾙ材および電線
絶縁抵抗測定，機器の
動作試験

接続機器の点検周
期に合わせて実施

絶縁抵抗の判定値
は接続機器による

ﾓｼﾞｭｰﾙ型制御計測用高耐熱電
気ﾍﾟﾈﾄﾚ-ｼｮﾝ

ｼｰﾙ材および電線 絶縁抵抗測定
接続機器の点検周
期に合わせて実施

絶縁抵抗の判定値
は接続機器による

残留熱除去系炉水入口内側隔
離弁用駆動部

固定子ｺｲﾙ，口出線･接続部品
およびﾌﾞﾚｰｷ電磁ｺｲﾙ

絶縁抵抗測定 5C

原子炉補機冷却系熱交海水出
口弁用駆動部

固定子ｺｲﾙおよび口出線･接続
部品

絶縁抵抗測定 10C

原子炉隔離時冷却系ﾀｰﾋﾞﾝ排
気隔離弁用駆動部

固定子ｺｲﾙ，回転子ｺｲﾙおよび
口出線･接続部品

絶縁抵抗測定 5C

原子炉補機海水ﾎﾟﾝﾌﾟ出口弁
用駆動部

固定子ｺｲﾙおよび口出線･接続
部品

絶縁抵抗測定 10C

絶縁抵抗測定
接続機器の点検周
期に合わせて実施

漏れ電流測定
接続機器の点検周
期に合わせて実施

成極指数
接続機器の点検周
期に合わせて実施

不平衡率
接続機器の点検周
期に合わせて実施

絶縁体

電気ﾍﾟﾈﾄﾚｰｼｮﾝ

高圧難燃CVｹｰﾌﾞﾙ

電動弁用駆動部

高圧ｹｰﾌﾞﾙ
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評価対象設備 評価対象機器 部位 保全項目(作業内容) 判定基準 点検頻度 備考

KGBｹｰﾌﾞﾙ 絶縁抵抗測定
接続機器の点検周
期に合わせて実施

絶縁抵抗の判定値
は接続機器による

難燃PNｹｰﾌﾞﾙ 絶縁抵抗測定
接続機器の点検周
期に合わせて実施

絶縁抵抗の判定値
は接続機器による

難燃CVｹｰﾌﾞﾙ 絶縁抵抗測定
接続機器の点検周
期に合わせて実施

絶縁抵抗の判定値
は接続機器による

難燃VVｹｰﾌﾞﾙ 絶縁抵抗測定
接続機器の点検周
期に合わせて実施

絶縁抵抗の判定値
は接続機器による

難燃FNｹｰﾌﾞﾙ 絶縁抵抗測定
接続機器の点検周
期に合わせて実施

絶縁抵抗の判定値
は接続機器による

難燃三重同軸ｹｰﾌﾞﾙ 絶縁抵抗測定
接続機器の点検周
期に合わせて実施

絶縁抵抗の判定値
は接続機器による

複合同軸ｹｰﾌﾞﾙ 絶縁抵抗測定
接続機器の点検周
期に合わせて実施

絶縁抵抗の判定値
は接続機器による

端子台接続(ｼﾞｱﾘﾙﾌﾀﾚｰﾄ樹脂) 絶縁物 絶縁抵抗測定
接続機器の点検周
期に合わせて実施

絶縁抵抗の判定値
は接続機器による

直ｼﾞｮｲﾝﾄ接続 熱収縮ﾁｭｰﾌﾞ 絶縁抵抗測定
接続機器の点検周
期に合わせて実施

絶縁抵抗の判定値
は接続機器による

電動弁ｺﾈｸﾀ接続
ｵｽ絶縁物
ｼｰﾘﾝｸﾞﾌﾞｯｼｭ
ﾒｽ絶縁物

絶縁抵抗測定
接続機器の点検周
期に合わせて実施

絶縁抵抗の判定値
は接続機器による

同軸ｺﾈｸﾀ接続(ﾎﾟﾘｴｰﾃﾙｴｰﾃﾙｹﾄ
ﾝ)

Oﾘﾝｸﾞ(ﾒｽ側)
ﾚｾﾌﾟﾀｸﾙｲﾝｼｭﾚｰﾀ
ﾌﾟﾗｸﾞｲﾝｼｭﾚｰﾀ
Oﾘﾝｸﾞ(ｵｽ側)

絶縁抵抗測定
接続機器の点検周
期に合わせて実施

絶縁抵抗の判定値
は接続機器による

ﾀｰﾋﾞﾝ制御装置 制御油ﾎﾟﾝﾌﾟﾓｰﾀ
ﾎﾟﾝﾌﾟﾓｰﾀ(低圧，交流，全閉)
の固定子ｺｲﾙおよび口出線･接
続部品

絶縁抵抗測定 2C

絶縁体

絶縁体低圧ｹｰﾌﾞﾙ

ｹｰﾌﾞﾙ接続部

同軸ｹｰﾌﾞﾙ別
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評価対象設備 評価対象機器 部位 保全項目(作業内容) 判定基準 点検頻度 備考

原子炉隔離時冷却ﾎﾟﾝﾌﾟ駆動
用蒸気ﾀｰﾋﾞﾝおよび付属装置
の主塞止弁

電動弁用駆動部の回転子ｺｲ
ﾙ，固定子ｺｲﾙおよび口出線･
接続部品

絶縁抵抗測定 5C

原子炉隔離時冷却ﾎﾟﾝﾌﾟ駆動
用蒸気ﾀｰﾋﾞﾝおよび付属装置
の真空ﾎﾟﾝﾌﾟﾓｰﾀ，復水ﾎﾟﾝﾌﾟ
ﾓｰﾀ

ﾎﾟﾝﾌﾟﾓｰﾀ(低圧，直流，全閉)
の回転子ｺｲﾙ，固定子ｺｲﾙおよ
び口出線･接続部品

絶縁抵抗測定 2C

主蒸気管周囲温度計測装置 温度検出器(熱電対式) 絶縁抵抗測定 1C

中央制御室冷凍機蒸発器出口
冷水温度計測装置

温度検出器(測温抵抗体式) 導通試験 1C

換気系放射線計測装置 絶縁抵抗測定 1C

水素濃度計測装置 絶縁抵抗測定 1C

酸素濃度計測装置 絶縁抵抗測定 1C

格納容器酸素濃度計測装置 絶縁抵抗測定 1C

ﾌｧﾝ 中央制御室送風機
ﾌｧﾝﾓｰﾀの固定子ｺｲﾙ，口出線･
接続部品

絶縁抵抗測定 1C

空調機
原子炉補機冷却水ﾎﾟﾝﾌﾟ熱交
換器室冷却機

ﾌｧﾝﾓｰﾀの固定子ｺｲﾙ，口出線･
接続部品

絶縁抵抗測定 2C

中央制御室冷凍機の圧縮機 絶縁抵抗測定 4C

中央制御室冷凍機の冷却水循
環ﾎﾟﾝﾌﾟ

絶縁抵抗測定 1C

ｻﾝﾌﾟﾙﾎﾟﾝﾌﾟﾓｰﾀ(低圧，交流，
全閉)

ﾓｰﾀの固定子ｺｲﾙ，口出線･接
続部品

非常用系ﾀｰﾋﾞﾝ設備

計測装置

冷凍機
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評価対象設備 評価対象機器 部位 保全項目(作業内容) 判定基準 点検頻度 備考

非常用ディーゼル機
関付属設備
高圧炉心ｽﾌﾟﾚｲ系
ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ機関付属設
備

非常用ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ機関(A，B号
機)付属設備の燃料移送ﾎﾟﾝﾌﾟ
ﾓｰﾀｰ

ﾓｰﾀの固定子ｺｲﾙ，口出線･接
続部品

絶縁抵抗測定 1C

ﾌﾞﾛﾜ用電動機(低圧，交流，
全閉)の固定子ｺｲﾙおよび口出
線･接続部品

絶縁抵抗測定 1C

弁(電動弁駆動部)の固定子ｺｲ
ﾙ，口出線･接続部品

絶縁抵抗測定 5C

ﾓｰﾀの固定子ｺｲﾙ，口出線･接
続部品

絶縁抵抗測定 1C

ﾌﾞﾚｰｷ電磁ｺｲﾙ 絶縁抵抗測定 1C

ﾓｰﾀの固定子ｺｲﾙ，口出線･接
続部品

絶縁抵抗測定 1Y

ﾌﾞﾚｰｷ電磁ｺｲﾙ 絶縁抵抗測定 1Y

ｺｲﾙ(変圧器) 絶縁抵抗測定 1Y

計装用圧縮空気系設
備

計装用圧縮空気系設備
ﾓｰﾀの固定子ｺｲﾙ，口出線･接
続部品

絶縁抵抗測定 2C

原子炉建物燃料取替
階ﾌﾞﾛｰｱｳﾄﾊﾟﾈﾙ閉止
装置

原子炉建物燃料取替階ﾌﾞﾛｰｱｳ 
ﾄﾊﾟﾈﾙ閉止装置

固定子ｺｲﾙおよび口出線･接続
部品

絶縁抵抗測定 5C

燃料取替機

原子炉建物天井ｸﾚｰﾝ 原子炉建物天井ｸﾚｰﾝ

可燃性ｶﾞｽ濃度制御
系設備

燃料取替機

可燃性ｶﾞｽ濃度制御系設備
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評価対象設備 評価対象機器 部位 保全項目(作業内容) 判定基準 点検頻度 備考

絶縁操作ﾛｯﾄﾞ，引外しｺｲﾙお
よび投入ｺｲﾙ

絶縁抵抗測定 1C

支持ｻﾎﾟｰﾄ，ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ，支持碍
子および主回路断路部

絶縁抵抗測定 1C

計器用変圧器 絶縁抵抗測定 4C

貫通形計器用変流器
外観・目視点検
絶縁抵抗測定

4C

ｺｲﾙ 絶縁抵抗測定 1C

支持碍子 絶縁抵抗測定 1C

ﾌｧﾝﾓｰﾀの固定子ｺｲﾙ，口出線･
接続部品

絶縁抵抗測定 4C

絶縁操作ﾛｯﾄﾞ，投入ｺｲﾙ，引
外しｺｲﾙおよび断路部

絶縁抵抗測定 1C

絶縁支持板 絶縁抵抗測定 1C

計器用変圧器 絶縁抵抗測定 4C

貫通形計器用変流器
外観・目視点検
絶縁抵抗測定

4C

ｺｲﾙ(変圧器) 絶縁抵抗測定 1C

限流ﾘｱｸﾄﾙおよび絶縁支持板 絶縁抵抗測定 4C

高圧閉鎖配電盤 非常用M/C

動力用変圧器

低圧閉鎖配電盤

ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ

非常用L/C

非常用動力変圧器

非常用C/C
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評価対象設備 評価対象機器 部位 保全項目(作業内容) 判定基準 点検頻度 備考

固定子ｺｲﾙおよび口出線･接続
部品

絶縁抵抗測定 1C

回転子ｺｲﾙ 絶縁抵抗測定 1C

励磁用可飽和変流器，ﾘｱｸﾄﾙ
および整流器用変圧器

絶縁抵抗測定 1C

計器用変圧器 絶縁抵抗測定 1C

貫通形計器用変流器
清掃・目視点検
絶縁抵抗測定

2C

貫通形計器用変流器
清掃・目視点検
絶縁抵抗測定

1C

ｺｲﾙ(変圧器) 絶縁抵抗測定 1C

ｺｲﾙ(変圧器) 絶縁抵抗測定 1C

計器用変圧器 絶縁抵抗測定 1C

ｺｲﾙ 絶縁抵抗測定 3C

ﾀﾞｸﾄｽﾍﾟｰｻ 絶縁抵抗測定 3C

支持碍子 絶縁抵抗測定 3C

計装用分電盤および
配電盤

230V系直流盤 支持碍子
清掃・目視点検
絶縁抵抗測定

3C

230V系充電器盤

計測用変圧器 計装用変圧器

直流電源設備

ﾊﾞｲﾀﾙ電源用CVCF 計装用無停電交流電源装置

非常用ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電設備
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別紙 8-12 

タイトル
電気ペネトレーションおよび電動弁用駆動部において実施した長期健全性試

験と IEEE の試験項目に係る規定への準拠の有無について 

説  明 

1）電気ペネトレーション

電気ペネトレーションにおいて実施した長期健全性試験と IEEE の試験項目

に係る規定への準拠の有無については，添付「低圧用および高圧用電気ペネト

レーションにおける IEEE Std.317(1976)の要求事項と長期健全性試験の実施有

無」ならびに「高耐熱電気ペネトレーションにおける IEEE Std.317(1983)の要

求事項と長期健全性試験の実施有無」のとおり。 

2）電動弁用駆動部

電動弁用駆動部において実施した長期健全性試験と IEEE の試験項目に係る

規定への準拠の有無については，添付「電動弁用駆動部における IEEE 

Std.382-2006 の要求事項と長期健全性試験の実施有無」のとおり。なお，長期

健全性試験は主に IEEE Std.382-1972 を準拠した試験となっているが，一部は

IEEE Std.382-1996 を準拠した試験も取り込んでいる。また，IEEE Std.382-2006

に規定されている試験内容についても，上記試験が包絡されていることを確認

している。 

以 上 
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低圧用および高圧用電気ペネトレーションにおける IEEE Std.317-1976 の要求事項と長期健全性試験の実施有無 

No. 

IEEE Std.317-1976 長期健全性試験時 

実施有無 

（○：有，×：無） 

IEEE の試験項目に対して， 

試験で実施していない理由等 試験項目 試験内容の概要 

1 6.4.1～6.4.5 初期特性試験 ・製造試験に合格していること。
○ － 

2 6.4.6 部分放電試験 ・導体は，部分放電（ｺﾛﾅ）試験を行うこと。

× 

本試験はペネ構成材料の絶縁内部に対する評価

としての検証と考えられる。 

高圧動力用ﾓｼﾞｭｰﾙ型電気ﾍﾟﾈﾄﾚｰｼｮﾝは，気密性に

関する長期健全性試験が必要であり，本試験は不

要であるが，長期健全性試験の判定時に行う試験

(絶縁抵抗試験)にて確認可能であると考える。 

3 6.4.7 定格連続電流試験 ・定格電流の通電を行い 高温度について測定・記録を行うこと。

× 

本試験は定格電流の通電による熱に対する検証

と考えられる。 

核計装用ﾓｼﾞｭｰﾙ型電気ﾍﾟﾈﾄﾚｰｼｮﾝは，通電による

温度上昇がわずかであるため環境温度を，高圧動

力用ﾓｼﾞｭｰﾙ型電気ﾍﾟﾈﾄﾚｰｼｮﾝは，環境温度に通電

時の温度上昇を考慮した評価を行っている。 

4 6.4.8 劣化試験 

（1）輸送保管時模擬試験

・輸送および保管を模擬する試験は，温度および湿度を含む も厳

しい環境条件に曝すものとすること。 × 

本試験はペネ構成材料の劣化に対する評価とし

て，長期経年劣化にほとんど影響しない短期的な

環境要因と考えられる。 

（2）現地溶接模擬試験 ・溶着方法が溶接である場合，電気ﾍﾟﾈﾄﾚｰｼｮﾝの部品が損傷なしに溶

接できることを実証するための試験を行うこと。 × 

本試験はペネ構成材料の劣化に対する評価とし

て，長期経年劣化にほとんど影響しない短期的な

環境要因と考えられる。 
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No. 

IEEE Std.317-1976 長期健全性試験時 

実施有無 

（○：有，×：無） 

IEEE の試験項目に対して， 

試験で実施していない理由等 試験項目 試験内容の概要 

4 （3）熱ｻｲｸﾙ試験 ・運転サイクルを模擬し，温度変化が 55℃以上で 120 ｻｲｸﾙ行うこと。 ○ 劣化の影響が出るように試験順序を変更して実

施している。 

・核計装

放射線照射試験（通常時）⇒熱ｻｲｸﾙ試験⇒熱劣

化試験⇒放射線照射試験（事故時）

・高圧動力

放射線照射試験（通常時＋事故時）⇒熱劣化試

験⇒熱ｻｲｸﾙ試験

（4）熱劣化試験 ・通常の使用条件の劣化を模擬し，熱劣化処理を受けるものとする

こと。
○ 

（5）放射線照射試験 ・通常使用環境の設置寿命期間中を模擬した放射線を照射するもの

とすること。

・上記試験中に想定される 大の事故環境累積放射線量を実施する

ことができる。

・試験後，ﾘｰｸ試験および電気試験（耐電圧試験，絶縁抵抗試験，導

通試験）に合格するものとする。

○ 

5 6.4.9 過負荷電流試験 ・定格連続電流通電時に，定格短時間過負荷電流を継続時間通電で

きるものとする。 × 

本試験はペネ構成材料の劣化に対する評価とし

て，長期経年劣化にほとんど影響しない短期的な

環境要因と考えられる。 

6 6.4.10 短絡電流試験 ・定格連続電流通電時に，定格短絡電流を通電できるものとする。

× 

本試験はペネ構成材料の劣化に対する評価とし

て，長期経年劣化にほとんど影響しない短期的な

環境要因と考えられる。 

7 6.4.11 耐震試験 ・設計仕様条件に裕度を加えた条件の入力振動スペクトルで IEEE

Std.344-1975 に準じて耐震試験を行うこと。

・試験後，ﾘｰｸ試験および電気試験（耐電圧試験，絶縁抵抗試験，導

通試験）に合格するものとする。

× 

本試験はペネ構成材料の劣化に対する評価とし

て，長期経年劣化にほとんど影響しない短期的な

環境要因と考えられる。 
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No. 

IEEE Std.317-1976 長期健全性試験時 

実施有無 

（○：有，×：無） 

IEEE の試験項目に対して， 

試験で実施していない理由等 試験項目 試験内容の概要 

8 6.4.12 定格連続電流試験 ・定格電流の通電を行い 高温度について測定・記録を行うこと。

× 

本試験は定格電流の通電による熱に対する検証

と考えられる。 

核計装用ﾓｼﾞｭｰﾙ型電気ﾍﾟﾈﾄﾚｰｼｮﾝは，通電による

温度上昇がわずかであるため環境温度を，高圧動

力用ﾓｼﾞｭｰﾙ型電気ﾍﾟﾈﾄﾚｰｼｮﾝは，環境温度に通電

時の温度上昇を考慮した評価を行っている。 

9 6.4.13 冷却材喪失模擬試験 ・設計基準 大想定事故事象の環境条件（圧力，温度，湿度，放射

線照射，化学薬品噴霧）に対する健全性を実証すること。

・試験中，導体に定格電圧を連続的に印加するものとする。

・試験後，ﾘｰｸ試験および電気試験（耐電圧試験，通電試験）に合格

するものとする。

○ － 

10 6.4.14 定格短絡電流の 大

持続時間試験 

・定格短絡電流の保護装置が動作するまでの 大時間，定格短絡電

流が通電できることを確認すること。

・試験後，ﾘｰｸ試験に合格するものとする。

× 

本試験はペネ構成材料の劣化に対する評価とし

て，長期経年劣化にほとんど影響しない短期的な

環境要因と考えられる。 
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高耐熱電気ペネトレーションにおける IEEE Std.317-1983 の要求事項と長期健全性試験の実施有無 

No. 

IEEE Std.317-1983 長期健全性試験時 

実施有無 

（○：有，×：無） 

IEEE の試験項目に対して， 

試験で実施していない理由等 試験項目 試験内容の概要 

1 6.2.1～6.2.4 及び 6.3.1 

初期特性試験 

・製造試験に合格していること。

○ － 

2 6.2.5 部分放電試験 ・中電圧（定格電圧が 1000V 以上）の動力回路の導体は，部分放電

（ｺﾛﾅ）試験を行うこと。 × 

高耐熱電気ペネトレーションは低電圧（定格

600V）の制御計測用回路に対応したものであるた

め，試験対象外としている。 

3 6.2.6 定格連続電流試験 ・定格電流の通電を行い 高温度について測定・記録を行うこと。
〇 － 

4 6.2.11 現地溶接模擬試験 ・溶着方法が溶接である場合，電気ﾍﾟﾈﾄﾚｰｼｮﾝの部品が損傷なしに溶

接できることを実証するための試験を行うこと。 × 

本試験はペネ構成材料の劣化に対する評価とし

て，長期経年劣化にほとんど影響しない短期的な

環境要因と考えられる。 

5 6.3.2 劣化試験 

（1）輸送保管時模擬試験

・輸送および保管を模擬する試験は，温度および湿度を含む も厳

しい環境条件に曝すものとすること。
〇 － 

（2）熱ｻｲｸﾙ試験 ・運転サイクルを模擬し，温度変化が 55℃以上で 120 ｻｲｸﾙ行うこと。 ○ 劣化の影響が出るように試験順序を変更して実

施している。 

・高耐熱

熱ｻｲｸﾙ試験⇒熱放射線同時劣化試験⇒

放射線照射試験（事故時）

（3）熱劣化試験 ・通常の使用条件の劣化を模擬し，熱劣化処理を受けるものとする

こと。
○ 

（4）放射線照射試験 ・通常使用環境の設置寿命期間中を模擬した放射線を照射するもの

とすること。

・上記試験中に想定される 大の事故環境累積放射線量を実施する

ことができる。

・試験後，ﾘｰｸ試験および電気試験（耐電圧試験，絶縁抵抗試験，導

通試験）に合格するものとする。

○ 
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No. 

IEEE Std.317-1983 長期健全性試験時 

実施有無 

（○：有，×：無） 

IEEE の試験項目に対して， 

試験で実施していない理由等 試験項目 試験内容の概要 

6 6.2.7 過負荷電流試験 ・定格連続電流通電時に，定格短時間過負荷電流を継続時間通電で

きるものとする。

〇 － 

7 6.2.8 及び 6.3.3（1） 

短絡電流試験 

・定格連続電流通電時に，定格短絡電流を通電できるものとする。
〇 － 

8 6.2.10 及び 6.3.3（2） 

耐震試験 

・設計仕様条件に裕度を加えた条件の入力振動スペクトルで

ANSI/IEEE Std.344-1975（R 1980）に準じて耐震試験を行うこと。 

・試験後，ﾘｰｸ試験および電気試験（耐電圧試験）に合格するものと

する。

〇 － 

9 6.3.3 冷却材喪失模擬試験 ・設計基準 大想定事故事象の環境条件（圧力，温度，湿度，放射

線照射，化学薬品噴霧）に対する健全性を実証すること。

・試験中，導体に定格連続電流を印加するものとする。

・試験後，ﾘｰｸ試験に合格するものとする。

・試験後，定格短絡電流を印加していない導体は定格電圧に耐える

こと。

○ － 
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電動弁用駆動部における IEEE Std.382-2006 の要求事項と長期健全性試験の実施有無 

No. 

IEEE Std.382-2006 長期健全性試験 

実施有無 

（○：有，×：無） 

IEEE の試験項目に対して， 

試験で実施していない理由等 試験項目 試験内容の概要 

1 6.3.2 a) 

試験前の検査 

・次項目に対する試験計画に応じて実施

a．制御装置の設定

b．留め具の固定具合

c．原動力の駆動系

d．試験機器の校正状態

○ － 

2 6.3.2 b) 

初期機能試験 

・初期データについて採取を行うこと。
○ － 

3 6.3.2 c) 

通常熱劣化試験 

・駆動部性能特性は熱劣化の前後に測定する。

・熱劣化分析を行うことにより，劣化時間と温度の試験パラメー

タを決定する。IEEE 規格 323-2003，IEEE 規格 1205-2000，及び

IEEE 規格 101-1987 を指針として参照する。 

○ － 

4 6.3.2 d) 

通常熱劣化試験後の中間検査 

・必要に応じて初期機能試験と同様の検査を行うこと。
× 

・健全性確認が目的であり，中間の機能試験は必

ずしも必要ではないため。

5 6.3.2 e) 

通常放射線劣化試験 

・設置寿命中に予想される線量に曝すものとすること。
○ － 

6 6.3.2 f) 

通常放射線劣化試験の中間検査 

・必要に応じて初期機能試験と同様の検査を行うこと。
× 

・健全性確認が目的であり，中間の機能試験は必

ずしも必要ではないため。

7 6.3.2 g) 

機械劣化試験 

・アクチュエータは当該の用途に向けての代表的なサイクル数だ

け繰り返す。
○ － 
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No. 

IEEE Std.382-2006 長期健全性試験 

実施有無 

（○：有，×：無） 

IEEE の試験項目に対して， 

試験で実施していない理由等 試験項目 試験内容の概要 

8 6.3.2 h) 

機械劣化試験後の中間検査 

・必要に応じて初期機能試験と同様の検査を行うこと。
× 

・健全性確認が目的であり，中間の機能試験は必

ずしも必要ではないため。

9 6.3.2 i) 

通常加圧サイクル試験 

・外部加圧の代表的な回数を駆動部の 大格納容器圧力に曝す。

・圧力は 大格納容器圧力までゆっくりと高め，一定時間安定を

保ち，その後各圧力サイクルについてゆっくりと減圧する。
× 

・本試験については，IEEE Std.382-1996 に準拠

し実施した別試験にて健全であることを確認

した。

・当該試験項目の試験条件は， IEEE Std.382-2006 

と相違ないため，健全性は問題ないものと判断 

する。【別紙 6.添付 8）】 

10 6.3.2 j) 

通常加圧サイクル試験後の中間 

検査 

・必要に応じて初期機能試験と同様の検査を行うこと。

× 
・健全性確認が目的であり，中間の機能試験は必

ずしも必要ではないため。

11 6.3.2 k) 

振動劣化試験 

・0.75 G または両振幅で 0.25 G を超えない低周波数で必要な加速

度に駆動部を曝し，その周波数を 2 オクターブ／分の速度で，

5 Hz から 100 Hz へ，100 Hz から 5 Hz へ掃引させ正弦運動を

印加するものとする。

・各直交軸に沿って 90 分の振動を印加するものとすること。

・15 分毎に模擬負荷を掛けた状態で運転を行うこと。

× 

・本試験については，IEEE Std.382-1996 に準拠

し実施した別試験にて健全であることを確認

した。

・当該試験項目の試験条件は， IEEE Std.382-2006 

と相違ないため，健全性は問題ないものと判断 

する。 

12 6.3.2 l) 

振動劣化試験後の中間検査 

・必要に応じて初期機能試験と同様の検査を行うこと。
× 

・事故時の健全性確認が目的であり，中間の機能

試験は必ずしも必要ではないため。
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No. 

IEEE Std.382-2006 長期健全性試験 

実施有無 

（○：有，×：無） 

IEEE の試験項目に対して， 

試験で実施していない理由等 試験項目 試験内容の概要 

13 6.3.2 m) 

地震模擬試験 

・単周波数試験及び多周波数試験の両方の実施を推奨する。

× 

・本試験は，地震振動中及び振動後の運転におけ

る検証と考えられる

・JEAG 4623-2008（原子力発電所の安全系電気・

計装品の耐環境性能の検証に関する指針）で

は，地震模擬試験について要求がないため実施

していない。

14 6.3.2 n) 

地震模擬試験後の中間検査 

・必要に応じて初期機能試験と同様の検査を行うこと。
× 

・事故時の健全性確認が目的であり，中間の機能

試験は必ずしも必要ではないため。 

15 6.3.2 o) 

設計基準事象放射線曝露試験 

・駆動部を，設計基準事象中及び設計基準事象以降，安全関連機

能を果たす必要がなくなる時までに駆動部が受けると予想され

る線量に曝すものとする。

○ － 

16 6.3.2 p) 

設計基準事象放射線曝露試験後

の中間検査 

・必要に応じて初期機能試験と同様の検査を行うこと。

× 
・事故時の健全性確認が目的であり，中間の機能

試験は必ずしも必要ではないため。

17 6.3.2 q) 

設計基準事象環境試験 

・設計基準事象環境の温度，圧力，湿度，またはスプレー環境に

おいて運転させることとする。

・駆動部を定格負荷条件で運転させることとする。

○ － 

18 6.3.2 r) 

設計基準事象環境試験後の中間

検査 

・必要に応じて初期機能試験と同様の検査を行うこと。

× 
・事故時の健全性確認が目的であり，中間の機能

試験は必ずしも必要ではないため。
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別紙 8-21 

タイトル 電気・計装設備の EQ 管理に対する対応について 

説  明 

設計基準対象施設および重大事故等対処設備の EQ 管理については，ケーブ

ル，ケーブル接続部，電気ペネトレーション等，機器それぞれの設置環境と健

全性試験結果を基に寿命評価結果等を網羅的にまとめた EQ 管理リストの整備

を行っており，実機環境に対して余裕を持った条件での寿命評価を実施してい

る。 

 なお，設計基準対象施設および重大事故等対処設備の EQ 機器のうち，定期

取替品としている電気・計装設備の取替管理については，別途定める点検計画

にて定める取替周期に従って実施しており，設定周期が上記の機器個別の評価

寿命を超過していないことは確認している。 

以 上 

別紙 8．5） 



別紙 8-22 

タイトル 重大事故等対処設備の事故後 8日以降の放射線に対する評価について 

説  明 

 重大事故等対処設備の耐環境試験条件（740kGy（ 大集積線量））は，重大

事故等発生後 7日間の集積線量の解析結果を包括する線量であり，工事計画に

て設定している設計条件である。 

 重大事故等時の条件として設定した 7日間の集積線量の妥当性および重大事

故発生から 8日以降の考え方については，『Ⅵ-1-1-7 安全設備及び重大事故等

対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書に係る補足説

明資料「工事計画に係る補足説明資料（安全設備及び重大事故等対処設備が使

用される条件の下における健全性に関する説明書）」のうち添付－１２【重大

事故等対処設備の事故後８日以降の放射線に対する評価について】』に示すと

おりである。 

以 上 

別紙 8．6） 



別紙 8-23 

タイトル
原子炉格納容器内の重大事故環境下で機能が要求される計装機器ケーブルに

ついて 

説  明 

1）概要

NRA 技術報告「重大事故環境下におけるケーブルの絶縁特性の分析

（NTEC-2019-1002）」（以下「NRA 技術報告」という。）において，原子炉格納容

器内の重大事故環境を模擬した蒸気曝露試験中のケーブルの絶縁低下が計器

誤差に与える影響についての報告されている。 

 NRA 技術報告に対して，ATENA が実機プラントへの影響を調査し，NRA 技術報

告内容と事業者試験を踏まえた確認結果を「第 3回／第 4回経年劣化管理に係

る ATENA との実務レベルの技術的意見交換会（令和 2年 5月 22 日／6月 1日）」

にて報告している。ATENA の報告書によると，原子炉格納容器内の重大事故環

境下で機能が要求される計装機器である熱電対，測温抵抗体，電極式水位計，

水位濃度計に対して，MI ケーブルは，ケーブル長約 100m の場合においても，

原子炉格納容器内の重大事故環境下で計器誤差に与える影響は小さく，問題な

いことが確認されている。 

 ここでは，島根２号炉における対象計装機器，ケーブル種別および健全性評

価結果を示す。 

2）対象計装機器ケーブル種別

原子炉格納容器内の重大事故環境下で機能が要求される対象機器およびケ

ーブル種別を以下に示す。 

監視ﾊﾟﾗﾒｰﾀ 個数 計装機器 
ｹｰﾌﾞﾙ

種別 

ｹｰﾌﾞﾙ長

（ 大） 

原子炉圧力容器温度（SA） 2 熱電対 MI 

ﾄﾞﾗｲｳｪﾙ温度（SA） 7 熱電対 MI 

ﾍﾟﾃﾞｽﾀﾙ温度（SA） 2 熱電対 MI 

ﾍﾟﾃﾞｽﾀﾙ水温度（SA） 2 熱電対 MI 

ｻﾌﾟﾚｯｼｮﾝﾁｪﾝﾊﾞ温度（SA） 2 熱電対 MI 

ｻﾌﾟﾚｯｼｮﾝﾌﾟｰﾙ水温度（SA） 2 測温抵抗体 MI 

ﾄﾞﾗｲｳｪﾙ水位 3 電極式水位計 MI 

ﾍﾟﾃﾞｽﾀﾙ水位 4 電極式水位計 MI 

3）健全性評価結果

上記より MI ケーブル長は， 長で「原子炉圧力容器温度（SA）の約 m で

あるため，原子炉格納容器内の重大事故環境下で計器誤差に与える影響は小さ

く，問題ないことを確認した。 

以 上 

別紙 8．7） 



別紙 8-24 

タイトル 蒸気曝露試験中における課電及び通電の実施状況について 

説  明 

島根原子力発電所２号機の高経年化技術評価に用いている電気学会推奨案

および ACA ガイドに基づくケーブルの試験一覧（蒸気曝露試験期間中における

課電および通電の実施状況）を別紙 8．8）-2,3 に示す。 

電気学会推奨案における蒸気曝露試験期間中の課電および通電の要求は,

「蒸気曝露試験期間中にケーブルがその機能を果たしているのを確認するこ

と」が目的である旨の記載がある。 

課電は，主に絶縁機能を確認することが目的であると考えられる。このため，

電気学会推奨案ではケーブルに定格電圧を印加するとされているため，別紙 8．

8）-2 のとおり蒸気曝露試験中の課電を実施している。 

通電は,主に通電による温度上昇の影響（熱劣化）を確認することが目的で

ある。電気学会推奨案では原則として許容電流を通電するとされているが，使

用電流が微弱な計測ケーブルおよび同軸ケーブルは「通電をしなくてもよい」

とされているため，同軸ケーブルを除き，別紙 8．8）-2 のとおり蒸気曝露試

験中の通電を実施している。 

別紙 8．8）-2 の電気学会推奨案に基づくケーブルの試験一覧において，い

ずれも電気学会推奨案で規定される必要な課電および通電は実施できている。 

ACA ガイドにおける蒸気曝露試験期間中の課電の要求については，「蒸気曝露

試験期間中にケーブルの機能維持を確認すること」が目的である旨の記載があ

るため，別紙 8．8）-3 のとおり蒸気曝露試験中の課電を実施している。 

通電は，主に通電による温度上昇の影響（熱劣化）を確認することが目的で

あり，電気学会推奨案と同様に使用電流が微弱な計測ケーブルおよび同軸ケー

ブルは「通電をしなくてもよい」と考える。なお，動力・制御ケーブルにおい

て，接続する機器の負荷電流とこれによる温度上昇が十分小さい場合は，通電

による影響（熱劣化）は有意ではないと評価できる。また，その温度上昇が蒸

気曝露試験温度のマージンに包絡される場合は，通電をしなくても評価の保守

性を担保することができると考える。 

上記目的のとおり，別紙 8．8）-3 の ACA ガイドに基づくケーブルの試験一

覧において，いずれも ACA ガイドで規定される必要な課電および通電は実施で

きている。 

以 上 

別紙 8．8）-1 



電気学会推奨案に基づくケーブルの試験一覧（蒸気曝露試験期間中の課電および通電の実施状況）

No. 分類 名称 絶縁体 用途 対象事故事象 課電電圧 通電電流 出典 

1 高圧 高圧難燃 CV ｹｰﾌﾞﾙ 架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ 動力 設計基準事故／

重大事故等 

〇 使用電圧：AC6900V 

課電電圧：AC4000V※1 

〇 390A メーカデータ

2 低圧 KGB ｹｰﾌﾞﾙ ｼﾘｺ-ﾝｺﾞﾑ 制御 設計基準事故 〇 使用電圧：AC460V 

課電電圧：AC480V※2 

〇 41A メーカデータ

3 低圧 難燃 PN ｹｰﾌﾞﾙ 難燃ｴﾁﾚﾝﾌﾟﾛ

ﾋﾟﾚﾝｺﾞﾑ

動力・制

御 

・計測

設計基準事故 〇 使用電圧：AC460V 

課電電圧：AC600V※2 

〇 23A メーカデータ

4 低圧 難燃 CV ｹｰﾌﾞﾙ 難燃架橋ﾎﾟﾘ

ｴﾁﾚﾝ

動力・制

御 

・計測

設計基準事故／

重大事故等 

〇 使用電圧：AC460V 

課電電圧：AC480V※2 

〇 31A メーカデータ

5 同軸 難燃一重同軸ｹｰﾌﾞﾙ 架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚ

ﾝ，発泡架橋

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ

計測 設計基準事故／

重大事故等 

〇 使用電圧：DC350V 

課電電圧：AC1500V※3 

－ － メーカデータ

6 同軸 難燃二重同軸ｹｰﾌﾞﾙ 架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚ

ﾝ，発泡架橋

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ

計測 設計基準事故／

重大事故等 

〇 使用電圧：DC350V 

課電電圧：AC1500V※3※4 

－ － メーカデータ

7 同軸 難燃三重同軸ｹｰﾌﾞﾙ 架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚ

ﾝ，発泡架橋

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ

計測 設計基準事故／

重大事故等 

〇 使用電圧：DC350V 

課電電圧：AC1500V※3※4 

－ － メーカデータ

※1 使用電圧 6900V において、導体とシールド間に印加される対地電圧 6900V/√3（=3984V）を上回る値として設定した電圧値

※2 使用電圧 460V を上回る値として保守的に設定した電圧値

※3 使用する直流電圧を上回る値として保守的に設定した電圧値

※4 絶縁体が薄いほど保守的な評価となるため，絶縁体が も薄い難燃一重同軸ケーブルの評価結果に包絡される。

別紙 8．8）-2 
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ACA ガイドに基づくケーブルの試験一覧（蒸気曝露試験期間中の課電および通電の実施状況）

No. 分類 名称 絶縁体 用途 対象事故事象 課電電圧 通電電流 出典 

1 低圧 KGB ｹｰﾌﾞﾙ ｼﾘｺ-ﾝｺﾞﾑ 制御 設計基準事故 〇 使用電圧：AC460V 

課電電圧：DC750V※1 

－ －※2 原子力ﾌﾟﾗﾝﾄのｹｰﾌﾞﾙ経年変化評価技術調査

研究に関する 終報告書（JNES-SS ﾚﾎﾟｰﾄ） 

2 低圧 難燃 PN ｹｰﾌﾞﾙ 難燃ｴﾁﾚﾝﾌﾟ

ﾛﾋﾟﾚﾝｺﾞﾑ

動力・制

御 

・計測

設計基準事故 〇 使用電圧：AC460V 

課電電圧：DC750V※1 

－ －※2 原子力ﾌﾟﾗﾝﾄのｹｰﾌﾞﾙ経年変化評価技術調査

研究に関する 終報告書（JNES-SS ﾚﾎﾟｰﾄ） 

3 低圧 難燃 CV ｹｰﾌﾞﾙ 難燃架橋ﾎﾟ

ﾘｴﾁﾚﾝ

動力・制

御 

・計測

設計基準事故

／重大事故等 

〇 使用電圧：AC460V 

課電電圧：DC750V※1 

－ －※2 原子力ﾌﾟﾗﾝﾄのｹｰﾌﾞﾙ経年変化評価技術調査

研究に関する 終報告書（JNES-SS ﾚﾎﾟｰﾄ） 

4 低圧 難燃 FN ｹｰﾌﾞﾙ ﾌﾛﾝﾚｯｸｽ 制御 設計基準事故

／重大事故等 

〇 使用電圧：AC460V 

課電電圧：AC600V※3 

〇 3A 共同研究報告書「ＢＷＲにおける過酷事故

用電気計装品に関する経年劣化評価研究Ｐ

ｈａｓｅⅡ」 

5 同軸 難燃一重同軸

ｹｰﾌﾞﾙ

架橋ﾎﾟﾘｴﾁ

ﾚﾝ，発泡架

橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ

計測 設計基準事故

／重大事故等 

〇 使用電圧：DC350V 

課電電圧：AC600V※4 

－ － 共同研究報告書「ｹｰﾌﾞﾙ加速劣化試験ﾃﾞｰﾀ

の整備に関する研究（ＡＣＡ評価ｹｰﾌﾞﾙ以

外）平成 26 年度（ 終報告書）」 

6 同軸 難燃二重同軸

ｹｰﾌﾞﾙ

架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚ

ﾝ，発泡架橋

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ

計測 設計基準事故

／重大事故等 

〇 使用電圧：DC350V 

課電電圧：AC600V※4 

－ － 共同研究報告書「ｹｰﾌﾞﾙ加速劣化試験ﾃﾞｰﾀ

の整備に関する研究（ＡＣＡ評価ｹｰﾌﾞﾙ以

外）平成 26 年度（ 終報告書）」 

7 同軸 難燃三重同軸

ｹｰﾌﾞﾙ

架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚ

ﾝ，発泡架橋

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ

計測 設計基準事故

／重大事故等 

〇 使用電圧：DC350V 

課電電圧：AC600V※4 

－ － 共同研究報告書「ｹｰﾌﾞﾙ加速劣化試験ﾃﾞｰﾀ

の整備に関する研究（ＡＣＡ評価ｹｰﾌﾞﾙ以

外）平成 26 年度（ 終報告書）」 

※1 課電電圧 DC750V は使用電圧 460V の波高値（650.5V（=460√2））以上であり保守的な電圧値。

※2 使用電流による温度上昇値は１℃程度であり，この温度上昇は蒸気曝露試験に見込んでいる温度マージンに包絡されている。(別紙 8．8）-4 参照)

※3 使用電圧 460V を上回る値として保守的に設定した電圧値

※4 使用する直流電圧を上回る値として保守的に設定した電圧値

別紙 8．8）-3 
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別紙 8-27 

KGB ケーブル，難燃 PN ケーブルおよび難燃 CV ケーブルの通電による温度上昇評価 

1)温度上昇の計算式

  ΔT＝T1－T0＝n×r×Rth×I2 

T1 ：導体温度［℃］ 

T0 ：周囲温度［℃］ 

ΔT ：ケーブル通電による温度上昇値［℃］（＝T1-T0） 

I  ：通電電流［A］：3［A］ 

電気学会推奨案にて制御ケーブルの使用電流として示される電流値。 

n  ：ケーブル線芯数：3 

 ｒ ：導体抵抗［Ω/cm］ 

KGB ケーブル：1.6×10-4［Ω/cm］ 

難燃 PN ケーブル：1.25×10-4［Ω/cm］ 

 難燃 CV ケーブル：1.2×10-4［Ω/cm］ 

Rth  ：ケーブル全熱抵抗［℃・cm/W］ 

KGB ケーブル：260.8［℃・cm/W］ 

難燃 PN ケーブル：228.7［℃・cm/W］ 

 難燃 CV ケーブル：237.9［℃・cm/W］ 

2)ケーブルの温度上昇値

KGB ケーブル：ΔT＝1.13℃ 

難燃 PN ケーブル：ΔT＝0.77℃ 

難燃 CV ケーブル：ΔT＝0.77℃ 

以 上 

別紙 8．8）-4 



別紙 8-28 

タイトル
難燃 FN ケーブルの長期健全性評価における等価損傷線量データの重ね合わせ

手法の簡易手法の適用について 

説  明 

島根原子力発電所２号機の難燃 FN ケーブルの長期健全性評価において，等

価損傷線量データの重ね合わせ手法の簡易手法を適用した評価（以下，等価損

傷簡易手法）について，考え方を以下に示す。 

【等価損傷簡易手法の適用性】 

 難燃 FN ケーブルの絶縁体材料はフロンレックスであり，｢原子力発電所のケ

ーブル経年劣化評価ガイド｣(JNES-RE-2013-2049)に記載されていない材料で

あるが，以下の加速倍率𝑎 の算出式のうち，tanθ値を設定することがで

きれば，等価損傷簡易手法を適用できる。 

実機条件（温度・線量率）に対する試験条件の加速倍率𝑎 の算出式を

以下に示す。 

𝑎 exp
𝐸
𝑅

1
273 𝑇

1
273 𝑇

𝐷𝑎𝑐𝑐
𝐷real

1

𝑎：加速倍率

  treal：実環境年数 tacc：加速時間 

  Treal：実環境温度 Tacc：加速温度 

  Dreal：実線量率 Dacc：加速線量率 

R：気体定数   E：活性化エネルギー 

θ：等価損傷線量と線量率の傾き 

【tanθ値の設定値】 

tanθ値は，劣化における放射線の寄与によって異なり，材料の種類によっ

て異なると考えられ，放射線劣化が支配的になるほど tanθ値は 0に近づく値

となるため，「ＢＷＲにおける過酷事故用電気計装品に関する経年劣化評価研

究ＰｈａｓｅⅡ」では，材料の劣化が放射線劣化と熱劣化でどちらが支配的

であるかを判断して，tanθ値を設定している。 

難燃FNケーブルで使用しているフロンレックスは耐熱性が200～250℃と高

く，また耐放射線性も 10～100MGy まで対応でき，耐熱性および耐放射線性と

もに非常に優れており，熱劣化と放射線劣化では有意な差はないと考えられ

るため，tanθ値は中間値である 0.5 とした。 

以 上 
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